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第１章
計画の趣旨

計画の趣旨

計画の構成と期間

１

2

　この計画は、七戸町を魅力あふれるまちに創造することを目的としています。
　ここでは計画実現のための基本方針を定め、これに基づくまちづくり計画を策定します。
　行政と町民が協力しあい、計画の実現を図ることにより、七戸町の均衡ある発展と住民福
祉の向上をめざします。

　第３次七戸町長期総合計画は、町のめざすべき将来像、まちづくりの基本方針を示した「基
本構想」と、基本構想の方針に従い、まちづくり計画を実現するための具体的施策を分野ご
とにまとめた「基本計画」で構成されています。
　計画の期間は 2026（令和８）年度を初年度とし、基本構想は10 年間、基本計画は前期と
後期のそれぞれ５年間とし、2035（令和17）年度を目標年度とする10カ年計画とします。

基本構想

基本計画

まちづくりの基本理念と
めざすべき将来像、それ
を実現するための基本方
針・基本施策を示します。

基本構想の方針に従い、
分野ごとの具体的施策
を示します。

2026年
（令和8年）

2027年
（令和9年）

2028年
（令和10年）

2029年
（令和11年）

2030年
（令和12年）

2031年
（令和13年）

2032年
（令和14年）

2033年
（令和15年）

2034年
（令和16年）

2035年
（令和17年）

基本
構想

基本
計画

基本構想（10年間）

前期基本計画（５年間） 後期基本計画（５年間）

本計画
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Ⅰ 序論／第 1 章 計画の趣旨

七戸町の広域的位置づけ（上位・関連計画）3

　この計画の策定にあたって、上位・関連計画との整合性を図るため、すでに策定されてい
る計画について触れておきます。

　本計画は「AX～青森大変革」を基本理念に掲げ、地域の現状や動向を踏まえた地域別
計画が策定されています。上北地域では「強みを生かした持続的な農林水産業の発展」

「地域資源を生かした魅力的な地域づくり」「安全・安心で健康に暮らせる地域づくり」
「多様な人材が地域とつながる持続可能なコミュニティづくり」に取り組むこととして
おり、基幹産業である農業では、担い手の確保や地域の中核を担う経営体の育成、スマー
ト農業導入による人手不足への対策、付加価値化の高い特産品開発と販路の開拓、加え
て農村集落維持のため、地域コミュニティ活動の活性化を進めることとなっています。
　また、人口減少による担い手不足に対応し、持続可能な地域づくりを進めるため、観
光資源のブラッシュアップと公共交通機関の利便性の向上、地域住民の健康寿命・平均
寿命の延伸、地域内の人材の発掘・育成のための関係人口の拡大等、多彩で戦略的な取
組による地域づくりを進めることとしています。

　本町は、むつ小川原開発地区を中心とするむつ小川原地域（12市町村で構成）にあり、
環境保全を図るとともに、原子燃料サイクル関連企業等多角的な企業立地を促進するこ
とにより、この開発効果が広く波及することを期待しながら地域総合開発を促進してい
くこととしています。

（1）青森県基本計画「青森新時代」への架け橋

（2）新むつ小川原開発基本計画

2024（令和 6）年度～ 2028（令和10）年度

2007（平成19）年 5月14日策定

2023（令和 5）年度～ 2027（令和9）年度

　本町は、県内６圏域のうち、上北圏域に属しています。この圏域の生活実態を踏まえ、
2013（平成25）年 3 月、秋田県小坂町を加えた２市７町１村による、上十三・十和田
湖広域定住自立圏共生ビジョンを策定し、2023（令和5 ）年2 月に第 3 次共生ビジョン
が策定されています。
　人口減少をはじめとする数多くの課題により、単一市町村での行政機能の確保が困難
になることが予想されることから、圏域市町村が有機的に連携し、役割分担して協力す
る広域連携の取組であり、雇用創出や定住等具体的な対策によって地域づくりを推進す
ることとしています。

（3）上十三・十和田湖広域定住自立圏第３次共生ビジョン
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第2章
七戸町の歩みとあらまし

七戸町の歩み１

（1）先史時代

（2）古墳時代から中世

　七戸町には、80 箇所以上の縄文時代の遺跡が確認されており、7,000 年前から 2,500 年前
まで人々が継続して生活していたことがわかっています。
　なかでも、二ツ森貝塚に代表される縄文期の大規模な集落遺跡から出土した遺物は、今か
ら 5,500年前からおよそ1,500 年間に渡って継続して人々が生活を営んでいたことを示して
おり、貴重な歴史遺産として今も調査が続けられています。
　二ツ森貝塚は、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産のひとつとして、世界文化遺産
に登録されています。

　古墳時代の５世紀になると森ケ沢遺跡が登場します。この遺跡の墓からは近畿地方と北海
道地方の遺物が同時に出土していることが確認されています。そのことから森ケ沢遺跡は文
化の融合する拠点的な役割を担っていたことを示す貴重な遺跡でもあります。
　奈良時代には膝森遺跡が、平安時代には貝ノ口遺跡等大規模な集落が作られていたことが
明らかとなっています。
　中世に入ると地方豪族であった天間舘五郎が居館としたとされる天間舘等もあります。
　平安時代末には常滑壷等が出土していることから、平泉の奥州藤原氏と密接なつながりが
あったと推測されています。源平合戦の折り、七戸産の馬「生唼（いけづき）」が活躍してい
た記録も残されています。
　鎌倉時代や南北朝時代にも七戸は文献史料に登場しますが、本格的な登場は、室町時代に
根城城主であった南部政光が七戸城築城に力を入れたことに始まります。南部政光は、街道
整備を行い、街道沿いには見町観音堂（県重宝）や小田子不動堂等寺院を建立、街道押さえ
を強化しました。
　政光は七戸城の城主として七戸に移り、室町時代には七戸南部氏として実権を握りました。
七戸南部氏の台頭は、七戸城が北方に対する最前線基地としての役割を担っていたことが背
景にあります。
　戦国時代末の 1592（天正19）年に、九戸政実の乱により七戸城は落城しました。
　七戸城跡は、国の史跡に指定されています。
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Ⅰ 序論／第 1 章 計画の趣旨

（3）近世から近代

（4）昭和から現代

　近世初頭には、交通の要衝でしかも由緒ある七戸に、五戸の浅水から管理人が送り込まれ
てきました。そして 1664（寛文４）年には七戸重信が南部盛岡藩主に抜擢され、これにより
七戸に盛岡藩直轄の代官所が置かれ、江戸時代の終わりまで盛岡藩による代官政治が行われ
ました。
　こうして代官所や宿駅が置かれたことから、七戸は商業の中心地としても発展しました。
特に近江商人の活躍が目立ち、江戸時代には大塚屋や舟木屋が活躍しました。町内には、徳
川家康が参勤交代のために造らせた一里塚（県史跡）や松並木も残っており、奥州街道の面影
を残しています。
　明治時代に入ると、1869（明治２）年、一時期「七戸藩」が創設、1871（明治4）年には「七戸県」
に移行、その後弘前県、後に青森県に統合されました。1873（明治６）年に大小区制が施行され、
七戸は第７大区３小区となり七戸村となりました。1878（明治11）年上北郡に所属した際に
上北郡役所が置かれ、七戸村はその後長く上北郡の政治・経済・文化・教育の中心地として
栄えました。
　1889（明治22）年の町村制施行とともに、天間舘、榎林、附田、二ツ森、野崎、中岫、花松は
それぞれ独立した村をなしていましたが、その７ヵ村が合併して「天間林村」と改称し、新た
な出発を迎えることになりました。このとき、七戸村は１村のみで存続し、同 35 年、町制
を施行して七戸町となりました。1926（大正15）年に郡役所が廃止された後も、七戸町には
上北地方事務所が置かれ、郡下の中心としての地位は変わらず、今日に至っています。

　天間林地域には有望な地下資源があり、天間林村は鉱山の村とも呼ばれました。なかで
も上北鉱山は日本鉱業株式会社が 1936（昭和11）年に硫化銅山として本格的な操業を始め、
1944（昭和19）年には我国最大の銅山となり、活況を呈していました。
　また、1954（昭和29）年には十和田地区集約酪農地域の指定を受け、1959（昭和 34）年に
はてん菜生産振興地域の指定とめまぐるしく変化しましたが、1986（昭和 43）年、天間ダム
の建設により稲作単作地帯としての地位を確立しました。
　1956（昭和31）年、三本木町を中心とした十和田市が誕生することで、郡下の中心として
の地位を十和田市に譲ることになりましたが、増大する行政需要に対応し、財政の効率化を
図るため、1972（昭和47）年に中部上北広域事務組合を組織し、病院、消防、給食、火葬場、
清掃事業等に広域行政を取り入れています。
　2005（平成17）年３月 31 日に七戸町・天間林村の２町村で合併が実現し、新「七戸町」
が誕生しました。この２町村は、藩政時代以前から歴史的にも、経済、教育・文化、生活の
面でも強い結びつきを有しており、それぞれの地域住民の交流が活発に行われ、地域の一体
感の醸成が図られています。
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七戸町の概況2

（1）位置と地勢

　本町は、青森県の東部、上北郡の西北に位置し、東から北は東北町、南は十和田市、西は
八甲田山系で県都青森市、平内町と接し、町域は東西約31km、南北約 26kmのやや長方形で、
総面積 337.23k㎡を有する自然環境豊かな内陸部の農業が基幹産業の町です。
　地勢は、西側一帯が広大な国有林野で標高 1,000ｍを超える八甲田山系が連なり、山麓か
ら東に伸びる丘陵は高低差が少なく、東西に貫流する河川流域が広大な水田地帯を形成して
います。
　地質は、沖積泥炭地が分布し火山灰土壌が多く、耕地のほとんどは植壌土で酸性度の強い
土壌となっています。

394

４

４

257

394

45

十和田市

東北町平内町

青森市 青
い

森
鉄

道

上
北

自
動

車
道

みちのく有料道路

八甲田山

七戸十和田駅 東北新幹線
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Ⅰ 序論／第 2 章 七戸町の歩みとあらまし

（2）気候

（3）土地利用状況

　本町の気候は、一年を通じて気象の変化が激しく、なかでも６月、７月には霧雨を伴った
偏東風（ヤマセ）のため気温の低い状態が続き、12 月から３月にかけては、北西の強い季節
風が吹く曇天・降雪の日が多い、極めて寒さが厳しいのが特徴です。
　気温は、2023（令和５）年の平均で約 11.7℃、最低気温は－12.7℃（ 過去最低－20.1℃：
2021（令和3）年）、最高気温は 35.4℃（ 過去最高 36.2℃：2010（平成 22）年）を記録してい
ます。
　降水量は約1068.3mm／年で夏季から秋季にかけて多く、春季は比較的少ない状況となっ
ています。
　また、積雪量は地域によりばらつきがあり、平地では 40cm ～１ｍ前後、山沿い地区で２ｍ
近くの積雪となる内陸型の豪雪地帯でもあります。

　本町の総面積は337.23k㎡で、その 79.5％（268.07k㎡）が国有林を含めた山林・原野・
その他となっています。農用地は62.39k㎡（18.5％）、宅地 6.77k㎡（2.0％）となっています。
2022（令和4）年における農家１戸当たりの農地面積は約0.067k㎡ですが、耕作放棄等によ
り土地利用はきわめて低い状況になっています。

山林

田

41.5%

12.4%

畑
6.1%

原野
4.5%

宅地
2.0%

その他
33.5%

区　分 総面積 田 畑 宅地 山林 原野 その他

337.23 42.21 22.43 5.43 95.12 15.77 156.27

42.38 22.28 5.61 141.18 15.55 110.23

42.16 21.95 6.03 140.66 15.54 110.89

41.81 21.17

20.74

6.39 140.03 15.17 112.66

41.65 6.77 139.87 15.05 113.15

資料：固定資産概要調書

単位：k㎡

土地利用状況

2005(平成17)年

2010(平成22)年

2015(平成27)年

2020(令和 ２)年

2022(令和 ４)年

337.23

337.23

337.23

337.23

2022（令和4）年における土地利用の割合

資料：固定資産概要調書
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（4）人口と世帯

　2020（令和２）年の国勢調査によると本町の人口は 14,556 人、世帯数は 5,447 世帯、一
世帯当たりの人員数は 2.7人となっています。2010（平成 22）年からの 10 年間で人口は約
2,200 人（約13％）減少しています。世帯数も減少していますが、減少率は 4.6％となってい
ます。
　また、一世帯あたりの人員数の減少が進んでおり、1985（昭和 60）年は４人家族が一般的
でしたが、2010（平成22）年は３人を割り込み、2020（令和２）年では 2.7人とさらに進んで
います。
　これらは少子化とともに、核家族化の進行や一人世帯が増えたためと考えられます。

資料：国勢調査

人口推移

総人口（人） 22,342 21,237 20,209 19,357 18,471 16,759 15,709 14,556

総世帯数（世帯） 5,850 5,734 5,781 5,938 5,823 5,713 5,572 5,447

一世帯当たり
人員（人）

3.8 3.7 3.5 3.3 3.2 2.9 2.8 2.7

1985年
（昭和60年）

1990年
（平成２年）

1995年
（平成７年）

2000年
（平成12年）

2005年
（平成17年）

2010年
（平成22年）

2015年
（平成27年）

2020年
（令和２年）区 分

資料：国勢調査

世帯数・１世帯あたりの人員の推移

6,000

5,900

5,800

5,700

5,600

5,500

5,400

5,300

5,200

4

3

2

1

0

（人）（世帯数）

1985年
（昭和60年）

1990年
（平成２年）

1995年
（平成７年）

2000年
（平成12年）

2005年
（平成17年）

2010年
（平成22年）

2015年
（平成27年）

2020年
（令和２年）

一世帯あたり人員

総世帯数

3.8

5,850

5,734
5,781

5,938

5,823

5,713

5,572

5,447

3.7
3.5

3.3 3.2 2.9 2.8 2.7

世帯数・一世帯あたりの人員の推移

資料：国勢調査

資料：国勢調査
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Ⅰ 序論／第 2 章 七戸町の歩みとあらまし

（5）産業

　本町の就業人口は1995（平成7）年には 10,033人でしたが、2020（令和２）年には 7,524
人となり、25年間で 2,509人（25.0％）減少しました。産業別の内訳は、第 1 次産業が 1,277
人（45.3％）、第 2 次産業が 963 人（36.5％）と大きく減少し、第 3 次産業は 269人（5.8％）
の減少となっています。
　第１次産業の就業人口減少の主な要因としては、農作物の価格の低迷、農業従事者の高齢
化と後継者不足、兼業化の進行等があげられます。第２次産業については、企業立地の減少
などにより製造業、建設業の従事者の減少が続いていることが考えられます。第３次産業に
ついては、第１次、第２次産業からの転換によって増加に転じた時期もありました。しかし、
近年は減少しており、この傾向は続くことが予想されます。

資料：国勢調査

産業別就業人口の構成比
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資料：国勢調査
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資料：国勢調査

産業別就業人口

区 分

第 1 次産業
（農林畜産業）

就業人口 2,815 人 2,115 人 1,857 人 1,667 人 1,480 人 1,538 人

構成比 28.06% 21.69% 20.46% 20.34% 18.75% 20.38%

第 2 次産業
（鉄工業・建設業・

製造業）

就業人口 2,632 人 2,844 人 2,252 人 1,926 人 1,783 人 1,669 人

構成比 26.23% 29.16% 24.82% 23.51% 22.59% 22.12%

第 3 次産業
（卸・小売業・

金融、サービス業）

就業人口 4,586 人 4,794 人 4,966 人 4,601 人 4,586 人 4,317 人

構成比 45.71% 49.15% 54.72% 56.15% 58.09% 57.21%

合 計 10,033 人 9,753 人 9,075 人 8,194 人 7,849 人 7,524 人

1995年
（平成７年）

2000年
（平成12年）

2005年
（平成17年）

2010年
（平成22年）

2015年
（平成27年）

2020年
（令和２年）

資料：国勢調査

資料：国勢調査 資料：国勢調査
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（6）産業構造の動向

　本町の産業別生産額をみると、2022（令和４）年の純生産総額は 479億 1,900万円で、
2013（平成25）年と比較して17.5％増加しています。
　これを産業別にみると、農業を中心とする第１次産業は生産額で45億円から60億円に増
加（32.5％増）し、構成比は11.1％から12.5％へ増加しています。
　一方、製造業を中心とする第２次産業は、生産額で54億円から109 億円に大きく伸び

（102％増）、構成比においては、13.3％から22.8％へ増加しました。
　商業を中心とする第３次産業では、生産額に大きな変化はありませんが、構成比は75.6％
から64.6％へと減少しました。
　このことから、七戸町の産業構造は、10 年前と変わらず第３次産業が支えているものの、
第１次産業と第２次産業の相対的役割も大きくなってきていると言えます。
　生産額と構成比において、安定を保ち続けている第１次産業、特に「農業」の存在価値は
今後も高まっていくものと思われ、その振興策が必要です。

資料：市町村民経済計算（青森県）

単位：百万円・％

産業別純生産額

年　次
産業別 総数

第 1 次産業 第 2 次産業 第 3 次産業

実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比

40,794 4,536 11.1% 5,421 13.3% 30,837 75.6%

40,172 4,590 11.4% 5,557 13.8% 30,025 74.7%

43,196 5,740 13.3% 6,680 15.5% 30,776 71.2%

45,454 6,213 13.7% 7,965 17.5% 31,276 68.8%

47,812 5,692 11.9% 10,149 21.2% 31,971 66.9%

46,993 5,785 12.3% 9,722 20.7% 31,486 67.0%

47,333 6,457 13.6% 9,839 20.8% 31,037 65.6%

49,112 6,456 13.1% 11,893 24.2% 30,763 62.6%

48,591 5,996 12.3% 11,091 22.8% 31,504 64.8%

47,919 6,009 12.5% 10,948 22.8% 30,962 64.6%

2013（平成25）年

2014（平成26）年

2015（平成27）年

2016（平成28）年

2017（平成29）年

2018（平成30）年

2020（令和２ ）年

2021（令和３）年

2022（令和４）年

2019（令和 元 ）年

産業別純生産額

資料：市町村民経済計算（青森県）
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Ⅰ 序論／第 2 章 七戸町の歩みとあらまし

産業別純生産額の推移
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30,837 30,025 30,776 31,276 31,971 31,486 31,037 30,763 31,504 30,962
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6,009
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5,996
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6,457

9,722

5,785

10,149

5,692

7,965

6,213
5,557 6,680
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資料：市町村民経済計算（青森県）

産業別純生産額の推移

資料：市町村民経済計算（青森県）
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七戸町の人口3

（1）人口の推移と動向

　本町の人口の推移を見ると、1960（昭和35）年から2020（令和２）年の 60 年間で 14,196 人
（49.3％）の減少となっています。1975（昭和 50）年から1980（昭和55）年の５年間で 24 人
（0.1％）の微増に転じたことがありましたが、1985（昭和60）年から2005（平成17）年までは
５年間ごとに約４％台の減少で推移してきました。しかし、2005（平成17）年から 2010（平
成 22）年の５年間では 9.3％、2010（平成22）年から 2015（平成27）年の５年間では 6.3％、
2015（平成27）年から2020（令和２）年の５年間では 7.3％の減少となり、最近の減少率は拡
大傾向にあります。
　本町における人口減少の主たる原因は、進学や就職等に伴う若年層の流出と、晩婚化や未
婚率の上昇等による出生率の低下があり、この人口減少をめぐる問題は当町の喫緊の課題で
あるだけでなく、日本社会の深刻な問題となっています。

資料：国勢調査

総数には年齢不詳者数が含
まれているため、年齢区分別
人数の総数と不一致があり
ます。

※

年齢別人口推移

区 分
1960 年

（昭和 35 年）
1965 年

（昭和 40 年）
1970 年

（昭和 45 年）
1975 年

（昭和 50 年）
1980 年

（昭和 55 年）
実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

総 数
人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

28,752 25,084 △ 12.8 23,970 △ 4.4 22,683 △ 5.4 22,707 0.1

0 歳～14 歳 11,381 8,718 △ 23.4 6,884 △ 21.0 5,857 △ 14.9 5,512 △ 5.9

15 歳～64 歳

15 歳～64 歳

16,002 14,979 △ 6.4 15,459 3.2 14,928 △ 3.4 14,823 △ 0.7

うち 15 歳～29 歳(a) 6,622 5,492 △ 17.1 5,688 3.6 5,317 △ 6.5 4,629 △ 12.9

65 歳以上(b) 1,369 1,387 1.3 1,627 17.3 1,898 16.7 2,372 25.0

(a)/総数 若者比率(%) 23.0 21.9 － 23.7 － 23.4 － 20.4 －

(b)/総数 高齢者比率(%) 4.8 5.5 － 6.8 － 8.4 － 10.4 －

区 分
1985 年

（昭和 60 年）
1990 年

（平成 2 年）
1995 年

（平成 7 年） （平成 12 年）
2005 年2000 年

（平成 17 年）
実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

総 数
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

22,342 △ 1.6 21,237 △ 4.9 20,209 △ 4.8 19,357 △ 4.2 18,471 △ 4.6

0 歳～14 歳 5,046 △ 8.5 4,144 △ 17.9 3,280 △ 20.8 2,676 △ 18.4 2,317 △ 13.4

14,533 △ 2.0 13,777 △ 5.2 12,960 △ 5.9 12,099 △ 6.6 11,261 △ 6.9

うち 15 歳～29 歳(a) 3,791 △ 18.1 3,387 △ 10.7 3,303 △ 2.5 3,149 △ 4.7 2,666 △ 15.3
65 歳以上(b) 2,763 16.5 3,316 20.0 3,969 19.7 4,565 15.0 4,893 7.2

(a)/総数 若者比率(%) 17.0 － 15.9 － 16.3 － 16.3 － 14.4 －

(b)/総数 高齢者比率(%) 12.4 － 15.6 － 19.6 － 23.6 － 26.5 －

区　分
2010 年

（平成 22 年）
2015 年

（平成 27 年）
2020 年

（令和 2 年）

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

総 数
人 ％ 人 ％ 人 ％

16,759 △ 9.3 15,709 △ 6.3 14,556 △ 7.3

0 歳～14 歳 1,949 △ 15.9 1,604 △ 17.7 1,406 △ 12.3

15 歳～64 歳 9,656 △ 14.3 8,419 △ 12.8 7,202 △ 14.5

うち 15 歳～29 歳(a) 1,824 △ 31.6 1,578 △ 13.5 1,341 △ 15.0

65 歳以上(b) 5,154 5.3 5,684 10.3 5,943 4.6

(a)/総数 若者比率(%) 10.9 － 10.0 － 9.2 －

(b)/総数 高齢者比率)(%) 30.8 － 36.2 － 40.8 －

資料：国勢調査
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Ⅰ 序論／第 2 章 七戸町の歩みとあらまし

（2）年齢別人口の推移と将来予測

　2020（令和２）年の国勢調査結果をもとに、2050（令和32）年までの年齢別人口推移を予測
したものが次のグラフです。
　年少（０歳～14歳）は、1,406人から66.6％減の469人に、生産年齢（15歳～64歳）は、7,202
人から62.6％減の 2,691人に、老年（65 歳以上）は 5,943人から31.8％減の4,052 人となり、
総人口では、14,556人から50.4％減の7,212人に減少すると予測されています。
　また、2035（令和17）年には、生産年齢を老年が上回る予測となっています。
　人口減少と少子高齢化の進行は、全国の地方都市に共通して見られるものです。しかし、
七戸町において、次世代につながるまちを構築していくには、子どもを産み育てやすい環境
づくり、産業を支える若者の定着、高齢者が安心と生きがいを感じる社会を整備していくこ
とが重要になっていきます。年齢別人口の推移
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資料：1995年～2020年　国勢調査／2025年以降　国立社会保障・人口問題研究所推計

推計値

資料：1995 年～ 2020 年　国勢調査／ 2020 年以降　国立社会保障・人口問題研究所推計
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資料：1995年～ 2020年　国勢調査 ／ 2025年以降　国立社会保障・人口問題研究所推計

資料：1995年～2020年　国勢調査／2025年以降　国立社会保障・人口問題研究所推計
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（3）人口構成の推移と将来予測

　2020（令和２）年の人口ピラミッドを見ると、最も多い年齢層が 65 歳から 69 歳となって
おり、既に年少人口や生産年齢人口が減少してきている様子が見られます。
　2050（令和32）年には 85 歳以上の年齢層が突出して多く、49歳以下の５歳階級では男女と
も 200 人以下となってしまう “T 字” のような非常にバランスの悪い人口構成になることが
推計されています。2050（令和 32）年の人口ピラミッドを見ると、2055（令和37）年以降も
“ T 字” のまま全体的に人数が縮小していく推計となっています。
　このことから、「少子化対策」に取り組むことが大きな課題であることが明らかとなりました。
　また、生産年齢人口の減少により、地域のサービスの低下、人材不足の状況が深刻化する
と予想されます。後期高齢者の増加により医療費・社会保障費の増大も確実となるため、こ
れらの対策に取り組むことが重要課題となることが明らかとなりました。

2020（令和 2）年　人口ピラミッドグラフ
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資料：国勢調査

233
219

2050（令和 32）年　人口ピラミッドグラフ（推計）
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25 ～ 29歳
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資料：国立社会保障・人口問題研究所推計

80
64

2020（令和 2）年　人口ピラミッドグラフ

2050（令和 32）年　人口ピラミッドグラフ

資料：国勢調査

資料：国立社会保険・人口問題研究所推計
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Ⅰ 序論／第 2 章 七戸町の歩みとあらまし

（4）高齢化率の推移と将来予測

（5）独自設定による推計

　2010（平成22）年に約 30％だった高齢化率（総人口における65 歳以上人口の割合）は、
2040（令和22）年には50％を超えると予想されています。
　集落の高齢化率が50％を超えると「限界集落」とされていることを踏まえると、このグラ
フは七戸町自体が限界自治体になることを示しています。

　七戸町人口ビジョンでは、出生数の向上、転入者の増加、転出数の減少に総合的に取り組
むことで人口減少の抑制を図り、2040（令和22）年の本町の人口が10,000 人台を維持する
ことを目標とします。

高齢化率の推移
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2030年
（令和12年）

2035年
（令和17年）

2040年
（令和22年）

2045年
（令和27年）

2050年
（令和32年）

10.4 12.4
15.6

19.6
19.6 26.5

30.7
36.2

40.8
43.6 45.9 47.8 51.1 53.8 56.2

資料：1995 年～ 2020 年　国勢調査／ 2020 年以降　国立社会保障・人口問題研究所推計

独自推計による人口推移

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

（人）

2010年
（平成22年）

2015年
（平成27年）

2020年
（令和２年）

2025年
（令和７年）

2030年
（令和12年）

2035年
（令和17年）

2040年
（令和22年）

2045年
（令和27年）

2050年
（令和32年）

2055年
（令和37年）

2060年
（令和42年）

16,759
15,709

14,556
13,788

13,126
12,197

10,654
9,177

7,797

11,843 10,611
9,406

8,225
7,137

6,158
5,279

12,729
11,709

10,682
9,746

8,922
8,242 7,685

国勢調査 独自推計 社人研推計 日本創生会議推計

高齢化率の推移

独自推計による人口推移

資料：1995年～2020年　国勢調査 ／ 2025年以降　国立社会保障・人口問題研究所推計
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第3章
町民のまちづくりへの意識

七戸町長期総合計画に関するアンケート調査結果１

（1）調査時期

（4）設問の構成

（3）回収状況

（2）調査方法

　2024（令和 6）年 8月～ 9 月

　設問は、回答者の属性（性別、年齢、家族構成、職業）のほか、①都市基盤、②産業、③健康・
福祉、④生活環境、⑤教育文化、⑥連携・交流、⑦住民と行財政７分野に沿った 34項目に
ついて、現状への満足度、課題の大切さ（重要度）を尋ね、５段階評価により回答を得ました。　　
　さらに、平成27年度調査結果との比較を行いました。

※アンケート票は参考資料に収録。

住民基本台帳より無作為抽出した18 歳以上の七戸町民 1,600 人

役場より郵送配布、郵送により回収

調 査 対 象

配布と回収

配布件数 回収件数 回収率

1,600件 588件 36.8％

18

Ⅰ
序
論

Ⅳ
参
考
資
料

Ⅱ
基
本
構
想

Ⅲ
基
本
計
画



Ⅰ 序論／第 2 章 七戸町の歩みとあらまし

　回答者の男女比は男性よりも女性が多く、年齢は60代以降が半数以上を占めてい
ます。
　また、家族構成は親と子の２世代以上が約半数を占めています。職業は、勤め人、
農業、商店等自営業が約半数を占め、無職・専業主婦が約4 割でした。

問 1
回答者の属性

男性
36.7%

女性

回答しない

54.1%

1.5%

無回答
7.7%

無回答1.0% 無回答 1.0%

商店等
自営業 7.0%

10代
1.5%

70歳以上

40.1%

農業 8.3%

40代

11.1%

勤め人
（会社員・公務員等）

36.4%

ひとり暮らし

14.1%

50代
15.1%

夫婦2人世帯

27.4%2世代(親と子)

世帯 36.6%

3 世代(親・子・孫)

世帯 14.8%

60代
20.2%

無職・
専業主婦

37.8%

20代

30代

4.6%

6.5%

その他 6.1%
その他

7.8%

学生 1.5%

無回答

0.9%

問1-(1)　性別

問1-(3)　家族構成

問1-(2)　年齢

問1-(4)　職業
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（5）町の現状への「満足度」比較

　７つの分野、34 項目で現状の満足度を聞いたところ、「都市基盤」、「健康・福祉」分野の
満足度が高く、「連携・交流」分野の満足度は低い結果が出ました。

問 2
町の現状への満足度について

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答

38.6

28.1

46.3

40.6

39.5

20.9

23.8

21.4

16.8

24.5

34.9

21.9

26.0

29.9

7.0

5.1

3.6

4.8

5.3

3.6
1.7

1.2

1.9

1.5

5.4

6.5

5.6

6.0

7.0

28.7

28.4

20.1

35.9

37.6

19.6

18.9

20.2

13.8

13.1

35.2

27.0

34.7

20.1

19.6

6.5

14.1

13.9

16.3

15.6

2.6

5.1

4.1

6.8

6.8

7.5

6.5

7.0

7.1

7.3

45.6

33.7

33.2

30.3

19.2

13.8

21.1

19.6

20.7

19.9

23.5

31.6

31.1

33.5

42.0

7.8

5.8

7.3

8.3

9.5

3.6
2.4

2.0

1.5

2.9

5.8

6.8

5.6

6.5

28.1

29.9

24.8

26.2

22.4

43.0

25.5

21.6

18.0

18.9

22.3

21.4

20.1

20.7

33.5

36.2

37.2

35.5

40.1

25.3

36.2

7.7

7.3

7.7

7.3

6.1

4.8

7.3

2.9

1.4

2.9

2.7

2.4

1.0

2.7

6.3

7.1

8.5

6.0

7.5

5.8

7.5

41.8

23.0

17.3

33.7

17.5

14.8

23.1

21.9

16.5

22.3

28.9

38.1

44.0

35.0

42.3

5.4

7.3

7.0

6.8

8.5

1.4

1.0

2.0

0.5

1.7

7.7

7.5

7.7

7.5

7.7

18.4

12.8

12.6

20.7

18.9

16.2

42.3

45.2

43.9

9.7

11.9

15.0

3.1

3.4

4.6

22.8

36.9

17.7

19.6

21.6

15.5

20.1

20.6

35.9

31.5

43.5

41.3

10.0

7.8

9.4

8.3

3.6
2.2

1.5

2.6
7.8

7.7

20.7

5.4

5.8

7.8

7.8

6.1

6.1

問 2　町の現状への「満足度」について

（1）道路や鉄道が整い、行き来の便がよいか

（2）自然が守られ、活用されているか

（3）水源が守られ、水道が整っているか

（4）生活排水の処理が行き届いているか

（5）災害防止対策（避難場所、耐震化等）はできているか

（6）農林畜産業に活力があるか

（7）商工業に活力があるか

（8）観光・レクリエーション施設は充実しているか

（9）商工業や農林業の将来の担い手は育っているか

（10）雇用や就業対策は充実しているか

（11）地域の保健・医療がしっかりしているか

（12）高齢者支援はしっかりしているか

（13）障害者福祉はしっかりしているか

（14）生活困窮者やひとり親家庭の支援はしっかりしているか

（15）コミュニティ活動やボランティア活動は活発か

（23）学校教育が充実し、子どもを育てるにはよい環境か

（24）社会教育や生涯学習が盛んか

（25）生涯スポーツが盛んか

（26）青少年が健やかに育っているか

（27）芸術・文化活動が盛んか

（28）町内の連携や町民交流は活発か

（29）国内各地との連携・交流は活発か

（30）国際化に向けた活動は活発化か

（31）住民参加のまちづくりが進んでいるか

（32）町の財政は効率的で健全か

（33）男女共同参画社会は実現しているか

（34）広報やウェブサイトなど行政の情報公開は活発か

（16）コミュニティバス等の公共交通は便利か

（17）河川水利施設は適正に管理されているか

（18）地球温暖化防止対策（再生可能エネルギーの活用、
施設の節電等）は十分か

（19）ゴミの減量化、リサイクルが進んでいるか

（20）美しい農村景観が守られているか

（21）火災、災害、交通事故、犯罪が少なく安心か

（22）情報・通信（インターネット）が使いやすく、便利か

都
市
基
盤

産

業

健
康
・
福
祉

生
活
環
境

教
育
文
化

連
携
・
交
流

住
民
・
行
財
政

0％　　　 20％  　　　     40％　　　      60％　　　      80％　        100％
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Ⅰ 序論／第 3 章 町民のまちづくりへの意識

（6）町の現状への「重要度」比較

　７つの分野、34項目で現状の大切さ・重要度を聞いたところ、「都市基盤」、「生活環境」、「教育・
文化」分野を重要と答えた割合が多い結果となりました。

問 3

暮らしの課題の「大切さ」「重要度」について

大切 やや大切 普通 あまり大切ではない 大切でない 無回答

23.0

17.0

29.6

23.0

19.6

22.1

21.3

21.9

18.4

18.7

29.3

45.1

32.8

38.3

39.8

11.7

8.0

7.8

10.4

10.5

7.8
2.6

2.7

4.1

4.9

6.1

6.1

6.0

6.5

14.5

11.7

9.5

15.8

15.6

15.8

11.6

14.1

8.3

8.8

45.6

33.8

35.9

27.7

26.0

13.9

25.0

24.8

28.9

27.2

3.6

11.6

9.5

12.9

15.3

6.6

6.3

6.1

6.3

7.0

21.8

17.7

16.7

14.1

10.2

15.3

17.7

16.2

14.6

14.1

32.3

40.5

42.9

47.3

49.3

17.0

14.5

12.9

13.4

16.7

8.2

4.4

4.3

3.4

3.4

5.4

7.1

7.1

6.3

15.8

13.8

11.1

12.8

10.7

23.0

12.6

17.5

14.6

12.2

17.0

18.5

20.6

13.8

40.8

48.1

50.0

46.4

48.5

39.5

44.6

13.8

13.3

15.0

13.8

10.5

8.2

15.3

5.6
3.1

4.1

3.9

4.8
3.1

5.3

6.5

7.1

7.7

6.1

7.0

5.8

8.5

21.6

12.1

10.9

17.0

10.9

16.5

16.3

15.8

15.1

15.8

40.5

48.5

48.5

49.1

48.1

10.9

12.6

14.1

9.7

13.6

3.1

3.2

3.4
2.0

3.9

7.5

7.3

7.3

7.0

7.7

10.9

6.8

6.5

13.4

10.2

8.0

47.3

48.1

42.9

17.5

20.9

23.8

4.8

6.1

10.0

10.0

16.3

9.2

9.5

12.1

11.9

10.9

14.3

45.6

43.9

50.3

50.5

18.2

15.1

16.5

12.4

7.3

6.5

5.3

5.4

7.8

7.8

5.1

5.3

6.1

7.8

8.8

6.8

6.3

問 3　暮らしの課題の「大切さ」「重要度」について

都
市
基
盤

産

業

健
康
・
福
祉

生
活
環
境

教
育
文
化

連
携
・
交
流

住
民
・
行
財
政

0％　　　 20％  　　　     40％　　　      60％　　　      80％　        100％

（1）道路や鉄道が整い交通の便がよいこと

（2）自然が守られ、活用されていること

（3）水源が守られ、水道が整っていること

（4）水道排水の処理が行き届いていること

（5）災害防止対策（避難場所、耐震化等）が充実していること

（6）農林畜産業に活力があること

（7）商工業に活力があること

（8）観光・レクリエーション施設が充実していること

（9）将来の担い手が育っていること

（10）雇用や就業対策が充実していること

（11）地域の保健・医療がしっかりしていること

（12）高齢者支援がしっかりしていること

（13）障がい者福祉がしっかりしていること

（14）生活困窮者やひとり親家庭の支援がしっかりしていること

（15）コミュニティ活動やボランティア活動が活発なこと

（23）学校教育が充実し、子どもを育てるよい環境であること

（24）社会教育や生涯学習が盛んなこと

（25）生涯スポーツが盛んなこと

（26）青少年が健やかに育っていること

（27）芸術・文化活動が盛んなこと

（28）町内の連携や町民交流が活発なこと

（29）国内各地との連携・交流が活発なこと

（30）国際化に向けた活動が活発になること

（31）住民参加のまちづくりが進むこと

（32）町の財政が効率的で健全であること

（33）男女共同参画社会が実現していること

（34）広報やウェブサイトなど行政の情報公開が活発なこと

（16）コミュニティバス等の公共交通が便利なこと

（17）河川水利施設が適正に管理されていること

（18）地球温暖化防止対策（再生可能エネルギーの活用、
施設の節電等）に取り組んでいること

（19）ゴミの少量化、リサイクルを進めること

（20）美しい農村景観が守られていること

（21）火災、災害、交通事故、犯罪が少なく安心できること

（22）情報通信（インターネット）が使いやすいこと
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（7）各項目の平均点比較

　７つの分野、34 項目の５段階評価の平均点を比較しました。平均点は「５」に近いほど高い評
価を示しています。
　満足度、重要度がともに高い項目は、町民が重要であると考えることが施策に反映され、評
価されていると見ることができます。
　満足度が低く、重要度が高い項目は、町民が重要視しているにも関わらず、不満の多い項目
であり、対策を講じる必要があると見ることができます。

　町民は、「水源が守られ、水道が整っている」、「生活排水の処理が行き届いている」、
「地域の保健・医療がしっかりしている」、「火災、災害、交通事故、犯罪が少なく安心」、
「学校教育が充実し、子どもを育てる良い環境である」ことには満足しています。

　町民は、「水源が守られ、水道が整っている」、「火災、災害、交通事故、犯罪が少ない」、
「学校教育が充実し、子どもを育てる良い環境である」ことが重要と捉えています。

満足度

重要度

2024（令和6）年度　項目別満足度と重要度

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

2024（令和6）年度大切さと重要性

2024（令和 6）年度満足度

(

1)

道
路
や
鉄
道
が
整
い
、行
き
来
の
便
が
よ
い
か

(

2)

自
然
が
守
ら
れ
、活
用
さ
れ
て
い
る
か

(

3)

水
源
が
守
ら
れ
、水
道
が
整
っ
て
い
る
か

(

4)

生
活
排
水
の
処
理
が
行
き
届
い
て
い
る
か

(

5)

災
害
防
止
対
策
は
で
き
て
い
る
か

(

6)

農
林
畜
産
業
に
活
力
が
あ
る
か

(

7)

商
工
業
に
活
力
が
あ
る
か

(

8)

観
光
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
は
充
実
し
て
い
る
か

(

9)

商
工
業
や
農
林
業
の
将
来
の
担
い
手
は
育
っ
て
い
る
か

(

10)

雇
用
や
就
業
対
策
は
充
実
し
て
い
る
か

(

11)

地
域
の
保
健
・
医
療
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
か

(

12)

高
齢
者
支
援
は
し
っ
か
り
し
て
い
る
か

(

13)

障
が
い
者
福
祉
は
し
っ
か
り
し
て
い
る
か

(

14)

生
活
困
窮
者
や
ひ
と
り
親
家
庭
の
支
援
は

(

15)

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
活
発
か

(

16)

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
等
の
公
共
交
通
は
便
利
か

(

17)

河
川
水
利
施
設
は
適
正
に
管
理
さ
れ
て
い
る
か

(

18)

地
球
温
暖
化
防
止
対
策
は
十
分
か

(

19)

ゴ
ミ
の
減
量
化
、リ
サ
イ
ク
ル
が
進
ん
で
い
る
か

(

20)

美
し
い
農
村
景
観
が
守
ら
れ
て
い
る
か

(

21)

火
災
、災
害
、交
通
事
故
、犯
罪
が
少
な
く
安
心
か

(

22)

情
報
・
通
信
が
使
い
や
す
く
、便
利
か

(

23)

学
校
教
育
が
充
実
し
、子
ど
も
を
育
て
る
に
は
良
い
環
境
か

(

24)

社
会
教
育
や
生
涯
学
習
が
盛
ん
か

(

25)

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
が
盛
ん
か

(

26)

青
少
年
が
健
や
か
に
育
っ
て
い
る
か

(

27)

芸
術
・
文
化
活
動
が
盛
ん
か

(

28)

町
内
の
連
携
や
町
民
交
流
は
活
発
か

(

29)

国
内
各
地
と
の
連
携
・
交
流
は
活
発
か

(

30)

国
際
化
に
向
け
た
活
動
は
活
発
か

(

31)

住
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り
が
進
ん
で
い
る
か

(

32)

町
の
財
政
は
効
率
的
で
健
全
か

(

33)

男
女
共
同
参
画
社
会
は
実
現
し
て
い
る
か

(

34)

広
報
や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
行
政
の
情
報
公
開
は
活
発
か

R6 年度　満足度と大切さ重要性の比較
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Ⅰ 序論／第 3 章 町民のまちづくりへの意識

（8）各項目のなかで特に大切な 5 つ

　７つの分野、34項目のなかで、特に大切であると思う５項目を選んでもらいました。
　その結果、「地域の保健・医療がしっかりしていること」、「学校教育が充実し、子どもを
育てるよい環境であること」、「火災、災害、交通事故、犯罪が少なく安心できること」が際立っ
ていました。　

問 3
暮らしの課題の「大切さ」「重要度」について　特に大切な5つ

0 50 100 150 200 250

問 3　暮らしの課題の中「大切さ・重要性」について
特に大切な 5 つ

（1）道路や鉄道が整い交通の便がよいこと

（2）自然が守られ、活用されていること

（3）水源が守られ、水道が整っていること

（4）水道排水の処理が行き届いていること

（5）災害防止対策（避難場所、耐震化等）が充実していること

（6）農林畜産業に活力があること

（7）商工業に活力があること

（8）観光・レクリエーション施設が充実していること

（9）将来の担い手が育っていること

（10）雇用や就業対策が充実していること

（11）地域の保健・医療がしっかりしていること

（12）高齢者支援がしっかりしていること

（13）障がい者福祉がしっかりしていること

（14）生活困窮者やひとり親家庭の支援がしっかりしていること

（15）コミュニティ活動やボランティア活動が活発なこと

（16）コミュニティバス等の公共交通が便利なこと

（17）河川水利施設が適正に管理されていること
（18）地球温暖化防止対策（再生エネルギーの活用、施設の節電等）

に取り組んでいること
（19）ゴミの少量化、リサイクルを進めること

（20）美しい農村景観が守られていること

（21）火災、災害、交通事故、犯罪が少なく安心できること

（22）情報通信（インターネット）が使いやすいこと

（23）学校教育が充実し、子どもを育てるよい環境であること

（24）社会教育や生涯学習が盛んなこと

（25）生涯スポーツが盛んなこと

（26）青少年が健やかに育っていること

（27）芸術・文化活動が盛んなこと

（28）町内の連携や町民交流が活発なこと

（29）国内各地との連携・交流が活発なこと

（30）国際化に向けた活動が活発になること

（31）住民参加のまちづくりが進むこと

（32）町の財政が効率的で健全であること

（33）男女共同参画社会が実現していること

（34）広報やウェブサイトなど行政の情報公開が活発なこと
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（9）住みやすい七戸町について

　七戸町は、住みやすいまちかを聞きました。
　1 割の人が「とても」、５割の人が「どちらかといえば」住みやすいと答えました。

問 4
住みやすさについて

問 5
住みやすい理由（複数回答）

　七戸町が住みやすいと答えた人は、その主な理由として、「災害や交通事故、犯罪へ
の不安が少ない」、「身近に親しめる自然が豊かである」からと答えています。

どちらかといえば
住みやすい

52.0%

とても住みやすい11.2%

3.9%

無回答 3.7%

どちらかといえば
住みにくい

とても
住みにくい

29.1%

25.3%
29.3%

18.8%
18.8%

22.3%
6.5%
7.3%

19.4%
15.3%

59.4%
11.8%

49.2%
5.9%
6.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

問 5　住みやすい理由（複数回答）

(1) すみずみまで道路が整っている
(2) 公共交通が充実し町内外への移動が便利である

(3) 子育てをする環境が整っている
(4) 高齢者や障がい者が安心して生活できる

（5）救急医療体制や病院が整っている
（6）継続的に働ける場が確保されている

（7）地域活動が活発であり、地域につながりがある
（8）道路・河川・公園などが適正に管理されている

（9）図書館やスポーツ施設などの公共施設が充実している
（10）災害や交通事故、犯罪への不安が少ない

（11）買い物や娯楽施設が充実している
（12）身近に親しめる自然が豊かである

（13）その他
無回答
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Ⅰ 序論／第 3 章 町民のまちづくりへの意識

問 6
住みにくい理由（複数回答）

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

(1) すみずみまで道路が整っていない
(2) 公共交通が不十分で町内外への移動が不便である

(3) 子育てをする環境が整っていない
(4) 高齢者や障がい者が安心して生活できない

（5）救急医療体制や病院が整っていない
（6）継続的に働ける場が確保されていない

（7）地域活動が活発であり、地域につながりがない

（8）道路・河川・公園などの管理が不十分である
（9）図書館やスポーツ施設などの公共施設が十分でない

（10）災害や交通事故、犯罪への不安がある
（11）買い物や娯楽施設が十分ではない

（12）身近に親しめる自然が少ない
（13）その他

無回答

問 6　住みにくい理由（複数回答）

43.8%
15.5%

15.5%

26.8%
55.2%

41.2%
17.0%

13.4%
11.9%
12.9%

49.0%
3.6%
5.7%

11.3%

　七戸町が住みにくいと答えた人は、その主な理由として、「救急医療体制や病院が
整っていない」、「買い物や娯楽施設が十分ではない」、「公共交通が不十分で町内外へ
の移動が不便である」、「継続的に働ける場が確保されていない」からと答えています。
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（10）平成27年度調査との各項目の満足度の比較

　2015（平成27）年度に実施した町民意識アンケートの結果と今回の結果を比較しました。
　満足度においては、全体的に上昇していました。その中でも「水源が守られ、水道が整っ
ているか」は10 年前と同水準に高く、「商工業に活力があるか」、「商工業や農林業の将来の
担い手は育っているか」は大きく上昇しています。

※（10）、（33）、（34）は、2015（平成 27）年度調査にはありませんでした。

R6 年度　満足度と大切さ重要性の比較

2.6
2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.0

2.7
2.8

2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9
4.0
4.1
4.2

(
1)

道
路
や
鉄
道
が
整
い
、行
き
来
の
便
が
よ
い
か

(

2)

自
然
が
守
ら
れ
、活
用
さ
れ
て
い
る
か

(

3)

水
源
が
守
ら
れ
、水
道
が
整
っ
て
い
る
か

(

4)

生
活
排
水
の
処
理
が
行
き
届
い
て
い
る
か

(

5)

災
害
防
止
対
策
は
で
き
て
い
る
か

(

6)

農
林
畜
産
業
に
活
力
が
あ
る
か

(

7)

商
工
業
に
活
力
が
あ
る
か

(

8)

観
光
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
は
充
実
し
て
い
る
か

(

9)

商
工
業
や
農
林
業
の
将
来
の
担
い
手
は
育
っ
て
い
る
か

(

10)

雇
用
や
就
業
対
策
は
充
実
し
て
い
る
か

(
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地
域
の
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健
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医
療
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し
っ
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し
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い
る
か

(

12)
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齢
者
支
援
は
し
っ
か
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し
て
い
る
か

(
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障
が
い
者
福
祉
は
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っ
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て
い
る
か

(
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活
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窮
者
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と
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親
家
庭
の
支
援
は
し
っ
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(
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ミ
ュ
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テ
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ボ
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発
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(
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(
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暖
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防
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十
分
か

(

19)

ゴ
ミ
の
減
量
化
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サ
イ
ク
ル
が
進
ん
で
い
る
か

(

20)

美
し
い
農
村
景
観
が
守
ら
れ
て
い
る
か

(
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火
災
、災
害
、交
通
事
故
、犯
罪
が
少
な
く
安
心
か

(
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情
報
・
通
信
が
使
い
や
す
く
、便
利
か

(
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学
校
教
育
が
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実
し
、子
ど
も
を
育
て
る
に
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環
境
か

(

24)
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教
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や
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学
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が
盛
ん
か

(

25)

生
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が
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が
健
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(

27)

芸
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動
が
盛
ん
か

(
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町
内
の
連
携
や
町
民
交
流
は
活
発
か

(

29)

国
内
各
地
と
の
連
携
・
交
流
は
活
発
か

(
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国
際
化
に
向
け
た
活
動
は
活
発
か

(

31)

住
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り
が
進
ん
で
い
る
か

(

32)

町
の
財
政
は
効
率
的
で
健
全
か

(

33)

男
女
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同
参
画
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会
は
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し
て
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る
か

(

34)

広
報
や
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ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
行
政
の
情
報
公
開
は
活
発
か

2024（令和6）年度満足度

2015（平成27）年度満足度
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Ⅱ 基本構想基本構想



第１章
七戸町の将来像

基本的な考え方

（1）基本理念

１

　序論では、七戸町の概況と特性を確認し、町民の暮らしにおける実感と将来に向けての意
向調査を解析しました。
　新しい計画においては、それらを念頭に置きながら、七戸町の将来像を描き、まちづくり
の方向性を定めます。
　2016（平成 28）年に策定した「第２次七戸町長期総合計画」では、合併時に策定された『新
町建設計画』の基本方針を踏まえ、「潤いと彩りあふれる田園文化都市をめざして」を基本目
標にまちづくりを進めてきました。計画期間の 2021（令和３）年には、国指定史跡二ツ森貝
塚が「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産として世界文化遺産に登録され、基幹産業
である農業においては、ニンニク、ながいも、ごぼうの生産量は青森県内でも上位であり全
国的に認知されるなど、自然と産業、歴史・文化が調和した田園文化都市として着実に歩ん
でいます。
　また、七戸町は 2025（令和７）年に、合併20 周年の節目を迎えました。合併後の歩みを振
り返るとともに、これからも七戸町が魅力と活力にあふれ、豊かな自然と歴史・文化を継承
する田園文化都市として、七戸町に暮らす人及び七戸町を訪れる人に七戸らしさと思いやり
を提供できるよう、これまでの取組を一層発展させる10 年とするため、基本理念は維持し
つつ、めざすべきまちの将来像を定めます。
　併せて、2024（令和６）年から 2028（令和10）年までの七戸町総合戦略として策定された

「デジタル田園都市国家構想の実現に向けた　まち・ひと・しごと創生七戸町総合戦略」が連
動できる計画とします。

私たちは、暮らしの中に潤いが実感できる魅力と活力があふれる
七戸町をめざします。

私たちは、豊かな自然や個性あふれる歴史と文化を守り、
次世代に継承しながら、誇れる「ふるさと」七戸町をめざします。

私たちは、訪れる人たちに感動と魅力あふれる、
あたたかい思いやりを提供できる七戸町をめざします。
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Ⅱ 基本構想／第 1 章 七戸町の将来像

ともに育み

未来へつなぐ

田園文化都市
でん　えん　ぶん　  か   　 と        し

（2）基本目標

　町民・団体・企業・行政等、七戸町に関わるみんなが一体となり、人にや
さしく協調性（＝力を合わせ）を持って行動し、互いに連携しながら、まちを
育てていく姿を表しています。

　豊かな自然のもと連綿と受け継がれてきた産業や歴史、教育・文化を未来
へとつないでいくため、七戸町に愛着と誇り（ シビックプライド※）を持ち、
持続可能なまちづくりを行う想いが込められています。

　豊かな大地からの恵みを受け、風土に根ざした心と文化を育むまちづくり
と、将来への発展の可能性に満ちた七戸町とすることを表しています。

シビックプライド 地域に誇りを持ち、その地域を良くするために貢献しようとする自負心のこと。

ともに育み　未来へつなぐ

田園文化都市しちのへ

－　まちの将来像　－
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将来像を実現するための基本方針２

　基本方針は、まちづくりの基本理念に則り、七戸町の将来像「ともに育み　未来へつなぐ　
田園文化都市しちのへ」の実現に向けて、これからまちづくりを進めるための大きなテーマ
であり、今後 10 年間（2035（令和 17）年度まで）施策の指針となるものです。
　めざすまちづくりの３つの基本方針を次のとおり示します。

まち

ひと くらし

地域の魅力を高めるまちづくり

ま
ち

　四季折々の豊かな自然や風土に根ざした産業、古くから引き継がれてきた多彩な歴史
や文化、利便性に優れた交通基盤等、七戸町が持つ地域資源を最大限に活かしたまちづ
くりを推進します。個々の地域的特性や資源を活かし、これらを効果的に連携させること
によって、個性と魅力が高まり、より大きな発展が持続的に得られることをめざします。

人を育むまちづくり

ひ
と

　七戸町が守り育んできた自然、産業、歴史や文化を次の世代へとつなげるため、未来
を創る人材の育成を図ります。若者世代の社会参画を促進しつつ、地域全体で子ども
や若者の育成と支援に取り組むことで、一人ひとりが成長し、活躍できる人材を生み
出し、将来にわたって持続可能なまちを実現していくことをめざします。

つながり支え合うまちづくりく
ら
し

　心豊かに安全に安心して暮らせるよう、保健・福祉・子育て支援の充実や地域の防
犯力・防災力の強化等の環境整備を推進します。人と人、人と地域がつながりをもち、
協働することで、支え合い共に生きるまちづくりをめざします。

まちづくりの
基本方針
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Ⅱ 基本構想／第 1 章 七戸町の将来像

SDGｓの推進３

　SDGs（エス・ディー・ジーズ ）とは、Sustainable Development Goals（持続可能な開発
目標）の略称で、「 誰一人として取り残さない」社会の実現をめざすために、2015（平成 27）
年の国連サミットで採択された2030（令和12）年を期限とする国際目標です。持続可能な
社会を実現するための 17 のゴール（目標）と169 のターゲット（ 取組・手段）から構成され、

「経済」、「社会」、「環境」をめぐる広範囲な課題に対する統合的な取組が示されています。
　我が国においても、2016（平成 28）年に SDGs 推進本部が設置された後、同年12 月には「持
続可能な開発目標（SDGs）実施指針」が決定され、2018（ 平成30）年以降は、毎年、SDGs
推進のための具体的施策をとりまとめた「SDGsアクションプラン」が策定されています。七
戸町においても、SDGsを推進するために、基本計画の各施策とSDGs の目標を関連付け、施
策を展開することとします。
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あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終
わらせる

国内及び各国家間の不平等を是正する

包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で
持続可能な都市及び人間居住を実現する 持続可能な消費生産形態を確保する

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄
養の改善を実現し、持続可能な農業を
促進する

あらゆる年齢のすべての人 の々健康的な
生活を確保し、福祉を促進する

すべての人に包摂的かつ公正な質の高
い教育を確保し、生涯学習の機会を促
進する

ジェンダー平等を達成し、すべての女性
及び女児のエンパワーメントを行う

すべての人 の々水と衛生の利用可能性と
持続可能な管理を確保する

すべての人 の々、安価かつ信頼できる持
続可能な近代的なエネルギーへのアクセ
スを確保する

包摂的かつ持続可能な経済成長及びす
べての人々の完全かつ生産的な雇用と
働きがいのある人間らしい雇用（ディーセ
ント・ワーク）を促進する

強靱（レジリエント）なインフラ構築、
包摂的かつ持続可能な産業化の促進及
びイノベーションの推進を図る

貧困をなくそう

人や国の不平等をなくそう

飢餓をゼロに

住み続けられるまちづくりを

すべての人に健康と福祉を

つくる責任つかう責任

質の高い教育をみんなに

ジェンダー平等を実現しよう 安全な水とトイレを世界中に

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

働きがいも経済成長も

産業と技術革新の基盤をつくろう

気候変動及びその影響を軽減するための
緊急対策を講じる

持続可能な開発のために、海洋・海洋
資源を保全し、持続可能な形で利用する

陸域生態系の保護、回復、持続可能な
利用の推進、持続可能な森林の経営、
砂漠化への対処ならびに土地の劣化の
阻止・回復及び生物多様性の損失を阻
止する

持続可能な開発のための平和で包摂的な
社会を促進し、すべての人 に々司法へのア
クセスを提供し、あらゆるレベルにおいて
効果的で説明責任のある包摂的な制度を
構築する

持続可能な開発のための実施手段を強
化し、グローバル・パートナーシップを活
性化する

気候変動に具体的な対策を 海の豊かさを守ろう

陸の豊かさも守ろう 平和と公正をすべての人に

パートナーシップで
目標を達成しよう

持続可能な開発目標（SDGs）の詳細
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Ⅱ 基本構想／第 1 章 七戸町の将来像

まちづくりの分野共通の考え方

1. 将来を見据えたコンパクトなまちづくり

2. 新たな拠点を中心としたまちの賑わいづくり

3. 持続可能な地域づくり

4

　全国的に少子高齢化・人口減少が進展する中、本町においても、町民にとって健康で安心・
安全な生活環境を実現することや持続的な地域経営を可能とすることが、まちづくりの大き
な課題となっています。
　これらの課題を踏まえ、まちづくりを進めていくうえで、各基本施策において、共通の視
点を持ちながら横断的に取り組むまちづくりの考え方を示します。

　七戸十和田駅や道の駅しちのへ、七戸町総合アリーナ等が位置するなど、新市街地が形成
されている荒熊内地区をまちづくりの中心に据え、公共施設や商業施設といった都市機能の
集約をより一層推進します。そして、まちづくりと連携した公共交通ネットワークの再構築
により、居住や生活の拠点と新市街地を公共交通ネットワークで連携したコンパクトなまち
づくりを推進し、町民の生活利便性を維持します。

　コンパクトなまちづくりの核となる荒熊内地区は、七戸町の歴史・文化・産業・観光・ス
ポーツ・防災といった多様な分野が集積されています。
　この荒熊内地区を中心として都市機能の充実を進めるとともに、七戸町ならではの地域資
源を生かした魅力を発信し、町内外の人たちが多様に関わることができる環境づくりに取り
組むことで、賑わいを創出し、産業の振興や関係人口の拡大等、そこに生まれる好影響が町
内全域に循環することをめざします。

　持続的な地域経営を可能とするためには、行政サービスを維持しつつ、行政事務の効率化
を図る必要があります。行政サービスのデジタル化をはじめとした幅広い分野へのデジタル
技術の活用を推進するとともに、町民が ICT ※を利用でき、利便性を共有し効率化を図るこ
とができる環境づくりを進めます。
　また、持続可能な地域づくりには、次代の担い手を育てる仕組みづくりが重要となります。
切れ目のない支援による子育て環境の充実により、子育て世代の定着や移住・定住を図ると
ともに、家庭や地域、そして世代を超えた町民の交流活動や個性・創造性を育む教育により、
子どもが健やかに育つ環境づくりを推進し、まちの次代を担う人材を育てるまちづくりを進
めます。

ICT 「Information and Communication Technology」の略で、「情報通信技術」のこと。情報処理技術
（IT）に加えて、通信を介したコミュニケーション技術の総称であり、インターネットやスマートフォ
ン、SNS 等、多様なサービスやツールが含まれる。
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Dummy
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Ⅱ 基本構想／第 1 章 七戸町の将来像

　まちの将来像「ともに育み　未来へつなぐ　田園文化都市しちのへ」の実現に向け、７つの
基本施策を次のとおり定めます。

まちづくりの基本施策
第２章

1

2

3

4

5

6

7

と
も
に
育
み
　
未
来
へ
つ
な
ぐ
　
田
園
文
化
都
市
し
ち
の
へ

まち
地
域
の
魅
力
を
高
め
る

ま
ち
づ
く
り

将来像 基本方針 基本施策 施策方針

都市基盤

産業振興

保健・福祉・子育て

自然・生活環境

安心・安全

教育・文化・スポーツ

連携・協働・行財政

快適で誰にも住みよい
まちづくり

コンパクト・プラス・ネットワーク

上下水道

公園住宅

道路・橋梁

商工業

観光

農林畜産業

保健福祉・健康づくり

自然・景観・エネルギー

環境衛生

高齢福祉 障がい福祉

消防・防災

消費生活

幼児教育

生涯学習

コミュニティ

住民参加・協働

男女共同参画・人権尊重

行財政運営

関係人口

スポーツ

学校教育

交通安全・防犯

子育て支援

活力あふれる産業の
まちづくり

支え合い笑顔で
暮らせるまちづくり

人と自然が調和する
持続可能なまちづくり

誰もが安心して住み
続けられるまちづくり

豊かな心と文化を育む
まちづくり

人と地域が共に歩む
まちづくり

くらし
つ
な
が
り
支
え
合
う

ま
ち
づ
く
り

ひと
人
を
育
む

ま
ち
づ
く
り
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1
基本施策

都市基盤

快適で誰にも住みよいまちづくり
　人口減少や少子高齢化の進展等の社会環境の変化に対応した計画的な土地利用を進めると
ともに、住宅地や道路・橋梁、上下水道といった町民の生活を支える都市機能の整備と維持
や町民の生活の利便性を向上させるための交通網の整備を進め、誰もが快適に住み続けるこ
とができる都市基盤づくりを推進します。

七戸町の活性化のための核となるエリアとして、荒熊内地区の計画的な整備を推進します。

七戸町全体の持続的な発展に向け、地域の特性に応じた適切な土地利用を推進します。

町民が安心して移動・外出できるよう、地域の実情に即した公共交通整備を推進します。

地域発展にとって重要な社会資本である道路網の整備拡充を推進します。

安心で安全な道路環境を持続するため、道路と橋梁の計画的な維持管理を推進します。

コンパクト・プラス・ネットワーク※

道路・橋梁

コンパクト・プラス・ネットワーク 人口減少や少子高齢化が進行する中、地域の活力を維持するとともに、医療・
福祉・商業等の生活機能を確保し、誰もが安心して暮らせるよう、地域公共交
通と連携したコンパクトなまちづくりを進めること。

八甲田山系に水源を発し、安全で安心できる水道水を安定的に供給するため、水道施設
の更新や耐震化等の整備を促進します。

汚水処理施設の長寿命化等の整備を計画的に推進し、生活雑排水の適切な処理のため、
下水道への加入促進及び合併処理浄化槽の設置を推進します。

上下水道
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Ⅱ 基本構想／第 2 章 まちづくりの基本施策

安全で快適な住宅環境を確保するため、公営住宅の計画的な長寿命化を図ります。

良好な定住環境の提供のため、空き家等の利活用や個人での住宅整備を推進します。

住宅

町民の憩いの場として利用できる公園の整備や維持管理を推進します。

公園

Dummy
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活力あふれる産業のまちづくり
道の駅しちのへを産業と観光の拠点として、自然や文化といった地域資源を町内外へ発信

するとともに、農林畜産業と他産業との連携による活力あふれる産業の振興を図り、地域産
業の発展を推進します。

農業者の資質向上や生産組織の育成に取り組み、意欲的な農業者を積極的に支援します。
また、地域計画※に基づく規模拡大や農業機械の導入を進め、農業生産の基盤整備を推
進します。

地域資源を最大限に活用し、環境負荷を低減した環境保全型農業への取組を進め、安心・
安全な農産物の生産技術の確立を図ります。

農産物加工品の高付加価値化を進め、販売流通体制の強化を図ります。

七戸町の宝である豊かな森林の荒廃を防ぐため、森林環境譲与税の積極的な活用を行
い、森林整備を進めて水源涵養や土砂災害防止と併せ、多様な野生動物の生育環境を守
ります。

七戸産肉用牛の品質向上を図り、畜産経営の安定化を支援します。

農業、林業、畜産業すべてにおいて、後継者と中核的担い手の育成を、個人・法人とも
に支援します。

農林畜産業

2
基本施策

産業振興

地域計画 農業者と地域の人との話し合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した概ね10 年後を見
据えた設計図で、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかをまとめた計画。
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Ⅱ 基本構想／第 2 章 まちづくりの基本施策

新幹線利用者による交流人口の増加を踏まえ、マーケティングの視点に立った観光動向
調査を実施し、新しい施策を展開します。

東北新幹線七戸十和田駅（以下「七戸十和田駅」という）、道の駅しちのへを含む荒熊内
地区を中心とした観光振興を推進し、観光客の滞在時間の増加を図ります。 

地域のまつりやイベントを観光資源として支援するとともに、郷土愛の醸成機会とその
運営を支援します。

道の駅しちのへ、東八甲田家族旅行村を拠点とした交流体験や自然体験等、滞在型及び
通年型観光商品の開発と運営を支援します。

周辺市町村との広域連携により、国内外から訪れる観光客への情報発信等を推進します。

新幹線利用者のニーズに対応した、七戸十和田駅を拠点とする二次交通の利便性向上を
図ります。

観光

荒熊内地区を産業振興の拠点として整備を進めるとともに、関係機関と連携を推進し、
商工業の活性化を図ります。

地域の持続可能な発展のため、既存商店街の現状を把握し将来像を見据え、新規創業や
起業への支援体制を整備します。

地場産業の育成のため、融資制度の活用や人材の育成及び確保を支援します。

雇用機会の拡大を図るため、県内外からの企業誘致を進めます。

商工業
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保健・福祉・子育て

支え合い笑顔で暮らせるまちづくり
　町民一人ひとりが心と身体の健康を保ち、生きがいを持ちながらいきいきと生活するため
に、健康づくりへの取組を進めます。
　また、地域での連携や支え合いを強めながら、包括的な支援が行われる体制づくりを進め
ることで、誰もが笑顔で暮らしていくことができるまちづくりを推進します。

子どもから高齢者まで、町民一人ひとりが自分の健康に関心を持ち、それぞれのライフ
ステージやライフスタイルに応じた健康管理に積極的に取り組めるよう支援します。

生活習慣に起因する病気を予防するため、生活習慣病予防、介護予防、心の健康対策に、
町民と行政が一体となって取り組む体制づくりを推進します。

地域医療を持続・継続できるよう、近隣市町村と広域的な連携を図りながら、医療サー
ビスの充実に努めます。

公立七戸病院、個人医院を効率的に活用した医療、保健、福祉の一体的なサービスの提
供を推進します。

経済的困窮や健康、日常生活に不安や困難を抱える人が安心して暮らせるよう、一人ひ
とりの生活、健康、就労等の支援体制を整備します。

高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるよう、地域で支え合う包括的な
支援体制の構築を推進します。

町民一人ひとりが「新しい認知症観」を理解し、認知症の人の意思等が尊重され、その
家族等が他の人々と支え合いながら安心して暮らせる環境づくりを推進します。

障がい者の権利擁護を図りながら、自立及び社会参加に向けた活動を支援します。

保健福祉・健康づくり

高齢福祉

障がい福祉

3
基本施策
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Ⅱ 基本構想／第 2 章 まちづくりの基本施策

誰もが安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを図るため、妊娠から出産、
育児まで切れ目のない支援体制を強化します。

家庭と地域やすべての関係機関が協力し、子どもの権利の尊重や居場所づくり、子育て
の相談体制の充実を図り、子どもが健やかに育つ環境づくりを推進します。

子育て期の親のワーク・ライフ・バランス※の理解と促進に努め、子育てしやすい環境
づくりを推進します。

子育て支援

ワーク・ライフ・バランス 仕事と生活の調和のこと。

Dummy
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自然・生活環境

人と自然が調和する持続可能なまちづくり
本町の魅力及び財産である豊かな自然を次世代へつなげるため、自然環境の保全や美化活

動、エネルギー対策等を進め、環境負荷の少ない持続可能なまちづくりを推進します。

「七戸町の安全でおいしい水」の水源を守るため、水源涵養林※の保全活動を町民と一体
となって推進するとともに、町内を流れる中小河川の環境保全を推進します。
また、次代を担う子どもたちへの啓発活動を進め、保全意識の醸成を図ります。

森林や農地が有する多面的機能※を支える活動を支援します。

町民の誇りである歴史的建造物や美しい町並み、自然の造形を後世に残すため、町民と
協力しながら七戸らしい景観の保全を推進します。

省エネルギー対策や自然エネルギー、再生可能エネルギーへの取組を積極的に推進します。 

身近な公園等公共空間の美化を推進し、町民の憩いの場の保全に努めます。 

３Ｒ※の啓発によって、資源循環型社会に向けた取組を推進します。

ゼロ・カーボンシティの実現に向けた取組を推進します。

次代を担う子どもたちへの啓発活動を進め、環境意識の醸成を図ります。

自然・景観・エネルギー

環境衛生

4
基本施策

多面的機能

3R

水源涵養林

生物多様性の保全、土砂災害の防止、水源かん養、保健、レクリエーション、景観の形成等、多
岐にわたる機能のこと。

ごみを減らす（Reduce：リデュース）、繰り返し使う（Reuse：リユース）、資源として再利用する
（Recycle：リサイクル）の 3 つの取組を表したもの。

雨水を吸収し、生活用水の貯水源となる森林。良質な地下水は住民の飲み水となるだけでなく、
河川への流出量や時間をコントロールして洪水や渇水を防ぐ機能を持っている。
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安全・安心

Ⅱ 基本構想／第 2 章 まちづくりの基本施策

町民の暮らしを守るために、行政、町民、地域が一体となって「自助」・「共助」・「公助」※

の考えのもと、防災体制の強化を図るとともに、防犯対策や交通安全対策、そして消費生活
を守る取組を進めることで、誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進します。

5
基本施策

誰もが安心して住み続けられるまちづくり

住民の安全を守るため、激甚化、頻発化する自然災害の発生に備え、急傾斜地や河川の
災害防止対策を推進します。

地域の実情に即した防災計画により、ハザードマップの見直し及び掲載情報の周知や自
主防災組織※の結成を推進し、地域防災の強化を推進します。

消防団組織の活性化に努め、消防・救急体制の機能強化を推進します。

総合防災訓練をはじめ、各種訓練の実施等、命を守る防災教育を推進します。

倒壊や火災等、近隣に被害を及ぼす要因となる空き家の適正管理に努め、地域住民の安
全確保を図ります。

道の駅しちのへを含む荒熊内地区を、地域の防災拠点として整備を進めます。

少子高齢化等の環境変化を踏まえた交通安全対策を進めます。

多様化・巧妙化する犯罪に対して、町民一人ひとりの防犯意識の啓発活動を推進します。

消費者トラブルの未然防止や消費者意識の醸成を図ることにより、消費生活の安全・安
心の確保に取り組みます。

消防・防災

交通安全・防犯

消費生活

「自助」「共助」「公助」

自主防災組織

自助＝個人でできる備え、共助＝地域での助け合い、公助＝公的機関による救助や支
援活動のこと。

「自分たちの地域は自分たちで守る」ことを目的として結成された組織のこと。
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教育・文化・スポーツ

豊かな心と文化を育むまちづくり
　未来を創る子どもたちが、新しい時代に対応した生きる力を身につけることができるよ
う、家庭・学校・地域が一体となった教育環境づくりを推進します。
　また、町民が生涯にわたって主体的に学ぶことができる機会の充実を図るとともに、地域
の文化資源の保存と活用に取り組むことで、郷土への愛着を育みながら、文化やスポーツに
親しみやすい環境づくりを推進します。

人間形成にとって最も大事な時期である幼児期において、「生きる力」や「豊かな心」を
育むことができるよう、幼児期に良質な教育を受けられる環境を整備します。

学童期における子どもの育ちの連続性を確保するため、小学校と認定こども園等の連携
を推進します。

子どもたちの学力向上とグローバル社会にも対応できる人間を育てるため、学習環境の
整備を推進します。

子どもの学習面及び日常生活の悩みと心の健康をサポートする人材の確保に努めます。

持続可能な地域づくりを担う人材育成のため、キャリア教育や多様な学びの場の創出を
図ります。

幼児教育

学校教育

6
基本施策
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Ⅱ 基本構想／第 2 章 まちづくりの基本施策

スポーツ
誰もが気軽にスポーツ・レクリエーション活動に取り組める機会の提供や施設の整備を
推進します。

スポーツ少年団やスポーツ協会等のスポーツ団体の支援体制を強化し、スポーツ活動を
推進する人材の育成や町民の競技力の向上に取り組みます。

町民の学習意欲に対応した多様な学習機会を提供するため、公民館、図書館等学習拠点
となる生涯学習施設の整備を推進します。 

次代を担う青少年が心身ともに健康で安全に成長できるよう、家庭と学校、地域社会が
連携して地域のなかに子どもの居場所をつくる活動を推進します。

グローバル社会を生きる子どもたちが国際的視野を身につけることができるよう、就学前
からの外国語教育、小・中学校における外国人との交流体験を推進します。

この町に暮らす喜びと誇りを、世代を超えて共有するため、地域の祭りや芸能の継承と
保護に努め、個性ある地域づくり活動を推進します。 

町民の「郷土を愛する心」を育てる活動、文化の理解や芸術の才能を伸ばす活動等を支
援し、芸術や伝統文化を次代に継承していく人材の育成に努めます。

二ツ森貝塚、七戸城跡等の貴重な遺跡や史跡の保存に努め、国内外にその価値を示す情
報発信と資料展示施設の整備を推進します。

生涯学習

Dummy

45

Ⅰ
序
論

Ⅳ
参
考
資
料

Ⅱ
基
本
構
想

Ⅲ
基
本
計
画



連携・協働・行財政

人と地域がともに歩むまちづくり

7
基本施策

　コミュニティ活動の活性化を図りつつ、地域課題を共有し、多様な主体が参画できる協働
のまちづくりを図ります。
　また、グローバル社会への対応や地域間交流の活動推進に取り組み、本町への関心と興味
を高めることで、関係人口※の拡大を図ります。行財政運営においては、持続可能な自治体
経営をめざし、デジタル技術の活用等によって、社会の潮流に柔軟に対応した運営を図ると
ともに、財政の健全化に取り組みます。

人口減少や高齢化によって生じる課題を共有し、解決できるよう、日頃から地域の人
と人がつながるコミュニティ活動への参加と活動を支援します。

地域コミュニティの活性化を図るため、活動拠点の整備を推進します。

自主的かつ主体的な町政を確立するために、まちづくりの主体である町民、事業者等と連
携し、共に責任を担い合う協働のまちづくりを推進します。

行政と地域住民の信頼関係を築くため、広報・広聴活動の充実を図ります。

七戸町の特色を活かしながら、観光やイベント等を通して県内外の人との交流を促進し
ます。

町の魅力を活かした環境整備や体験及び効果的な情報発信等により、関係人口の拡大や
移住・定住を推進します。

コミュニティ

住民参加・協働

関係人口

関係人口 移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わる人々のこと。
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Ⅱ 基本構想／第 2 章 まちづくりの基本施策

社会全体のデジタル化の進展に伴い、デジタル技術を活用した行政サービスの利便性向
上を図ります。

高度化する情報ネットワークシステムの運用に対応する人材の育成を図り、公平・公正、
確実な自治体業務を推進します。

個人情報の適正管理や不正アクセス等への対策を担う人材育成を推進します。

マイナンバー制度※により、個人情報の管理が一層重要になる中、町民との信頼関係を
築きながら個人情報を保護します。

行政の効率化と充実を図るため、行政評価の視点から常に政策の見直し、点検を行います。
そして、行政事務の改善、職員の資質の向上、専門職員の確保、公共施設のより効率的
な利用を推進します。

持続可能な行政サービス提供のため、近隣市町村との広域連携を含む広い視野に立って、
計画的に事業を推進します。

今後整備が必要とされる公共施設は、利便性に配慮し、将来的な適正規模を検討の上、
計画します。

行財政運営

マイナンバー制度 社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の
情報が同一人の情報であることを確認するために活用することで、国民の利便性を向上
させるための制度のこと。

年齢や性別、障がいの有無等に配慮し、互いの人権を尊重するとともに個性と能力を
発揮しながら社会参画できる環境づくりに努めます。

男女共同参画・人権尊重
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前期基本計画 1107 修正版 

Ⅲ 前期基本計画（素案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 快適で誰にも住みよいまちづくり【都市基盤】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0208
タイプライターテキスト
資料２



 

 

2 

 

コンパクト・プラス・ 

ネットワーク 

 

現況と課題 

都市計画 

本町は、2010（平成22）年に開業した東北新幹線七戸十和田駅（以下「七戸十和田駅」という）

に加え、上北自動車道の開通により、鉄道と道路の大動脈を有する県内有数の交通の要衝となり

ました。この利点を活かした効率的なまちづくりの推進が必要です。 

特に、七戸十和田駅が位置する荒熊内地区は町のほぼ中央に位置し、役場本庁舎と七戸庁舎を

統合した新たな役場庁舎の建設計画が進められています。さらに、青森県の観光やビジネス利用

において、下北半島や上十三地区への玄関口として大きな役割を担う地域であり、今後もまちの

発展の拠点となるよう整備を進めていく必要があります。 

 

地域公共交通 

本町の公共交通は、路線バス及びコミュニティバスが町民の交通手段として重要な役割を担っ

ています。 

路線バスは、通勤通学や通院等、日常生活において欠かすことのできない交通手段ですが、人

口減少や生活様式の多様化に伴い利用者の減少が続いています。この状況が継続すると減便や不

採算路線の廃止が懸念されます。また、運行を維持するために町が財政補助を行っている路線も

あります。 

コミュニティバスは、路線バス廃止区間や交通空白地域を解消するため、2007（平成19）年か

ら現在の体制で運行を開始し、以後、ニーズに合わせたバス停の新設や経路変更を行ってきまし

た。 

今後は、デマンド交通※や主要施設間のシャトルバス運行等、既存のコミュニティバス以外の交

通体系の導入も検討し、町民が自動車を使用しなくても生活できるよう公共交通体系の再編・最

適化を図る必要があります。 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
●七戸町の活性化のための核となるエリアとし

て、荒熊内地区の計画的な整備を推進します。 
 

 
 
 
 
（１）計画的なまちづくりの推進 

 
●七戸町全体の持続的な発展に向け、地域の特性

に応じた適切な土地利用を推進します。 
 

 
●町民が安心して移動・外出できるよう、地域の

実情に即した公共交通整備を推進します。 
 

 

（２）地域公共交通の充実 

 
 
 



 

 

3 

 

施策の内容 

 

（１）計画的なまちづくりの推進 

① 「七戸町都市計画マスタープラン」に基づき、適切な土地利用の規制・誘導を図ります。 

② 新たなまちづくり計画を策定し、町内の土地利用や公共施設等のあり方を検討します。 

③ 町発展の拠点となる市街地形成を図るため、荒熊内地区における土地等の有効利用の検討を
進めます。 

 

（２）地域公共交通の充実 

① 町内の移動の利便性向上を図るため、まちづくりと一体となった地域公共交通ネットワーク
の構築を進めます。 

② 乗合バス事業者が運行する路線バスの維持・確保のため、関係者と連携し乗合バス事業者への
支援を行います。 

③ 乗合バス事業者等による路線バスの未整備地域については、コミュニティバス等の運行を推
進し、町の移動手段の確保を図ります。 

④ デマンド交通等、地域の実情に即した効率的な輸送サービスの導入を検討します。 

 

 
※デマンド交通 
利用者の予約状況に応じて、運行ルートや時間を柔軟に決定する乗合制の公共交通サービスのこと。 
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道路・橋梁 

 

現況と課題 

本町は、青森市と県南地方を南北に結ぶ大動脈一般国道４号を軸に、みちのく有料道路並びに

上北自動車道によって津軽地方と南部地方を結ぶほか、県土を横断する国道394号が交わる交通

の要衝です。 

また、主要地方道八戸野辺地線及び三沢七戸線のほか、一般県道３路線が補完する形で本町に

配置されています。これらの路線を骨格として町道が連結され幹線道路網を形成しています。 

町道は、815路線、総延長584.7kmあり、そのうち１級町道31路線、２級町道50路線が幹線道路

をなし、町内主要集落への連絡道として配置され総延長は165.2 kmとなっています。 

幹線道路の整備状況は、全体を見ると改良率が87.6％、舗装率92.3％となっています。しかし

ながら、幹線以外の町道には未整備の生活道路が多く、改良率44.2％、舗装率47.1％と低いこと

から住民生活の障害となっており、重要な社会資本である道路網のきめ細かな整備拡充を図って

いく必要があります。さらに、道路や橋梁など社会資本ストックの老朽化に対応し、維持管理や

更新による長寿命化を図ることも検討しなければなりません。 

また、七戸十和田駅へのアクセス向上や観光・医療・経済を含めた地域の発展のため、下北半

島縦貫道路及び国道394号榎林バイパスの早期完成が望まれています。 

冬期間の交通確保対策としては、除雪ドーザ等の更新及び歩道除雪のための小型ロータリー除

雪車を更新し、除排雪体制の強化を図ってきましたが、急激に進む少子高齢化等による除排雪作

業従事者の確保が困難なことから、ICT等を活用したシステム導入や町民参加による雪対策の確

立等、ソフト面の方策が必要となっています。 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
 
●地域発展にとって重要な社会資本である道路網

の整備拡充を推進します。 
 

 

（１）国道・県道の整備推進 

 

（２）町道の整備促進 

 

 
 
●安心で安全な道路環境を持続するため、道路と

橋梁の計画的な維持管理を推進します。 
 

 

（３）町道と橋梁の維持管理推進 

 

（４）冬期間の交通確保の推進 
 

 

施策の内容 

 

（１）国道・県道の整備推進 

① 下北半島縦貫道路及び県道後平青森線後平バイパスの整備促進を関係機関に要請します。 
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② 国道 394 号榎林バイパスの整備促進を関係機関に要請します。 

 

（２）町道の整備促進 

① 公共施設間のアクセス道路の整備を促進します。 

② 道路の舗装・拡幅・改修を推進します。 

③ 大型バス、緊急車両の通行が困難な道路の改修を推進します。 

④ 歩行者にやさしい道路とするため、段差や急勾配の解消等、バリアフリー化※を促進します。 

⑤ 歩道整備、ガードレールの設置等、通学路の改修整備を推進します。 

⑥ 周辺の景観や町並み、自然環境に配慮した道路整備を推進します。 

 

（３）町道と橋梁の維持管理推進 

① 全町道 815 路線の効率的な道路管理を推進します。 

② 防犯灯の維持管理に努めます。 

③ 「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、計画的な維持管理を推進します。 

④ 全橋梁 107 橋について、道路の重要度に応じた方法による維持管理を推進します。 

⑤ 将来を見据えた橋梁のあり方を検討します。 

 

（４）冬期間の交通確保の推進 

① 町内主要道路と近隣沿線とのアクセス道や一般生活道の通行確保のため、除雪機械を更新し、
除雪体制の充実を図ります。 

② 歩行者の安全を守るため、効率的な活動計画の策定に努め、除雪体制の強化を図ります。 

③ 急勾配道路の安全確保のため、現在実施している対策をより強化するとともに、事故防止対策
の強化を図ります。 

 

 
※バリアフリー化 

高齢者や障がい者が通行しやすいよう段差や障害物をなくして歩きやすくする取組。 
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上下水道 

 

現況と課題 

水 道 

本町の水道事業は、2009（平成21）年２月に旧町村の水道統合が認可されました。 

浄水施設は６箇所を有しており、主要施設である七戸浄水場は1969（昭和44）年、天間林第一

浄水場は1981（昭和56）年に建設され、老朽化が進んでいることから、施設の改修と設備の更新

が必要です。 

また、管路については、供用開始後40年を経過した管路の更新を計画的に進めていますが、そ

の後の拡張工事で布設した管路の更新も必要となっています。 

2024（令和６）年度末の水道普及率は99％で、給水人口は13,816人となっています。給水人口

の減少や節水意識の浸透、節水器具の普及等に伴い水道の使用量は減少しており、この傾向は今

後も続くものと考えられます。 

 

下水道 

本町の公共下水道事業は、七戸処理区と天間林処理区を有しており、２処理区ともに2002（平

成14）年４月１日に一部供用を開始しています。2025年（令和7）年３月31日現在、認可区域の

下水道整備進捗率は100％となっています。水洗化率は73.9％となっており、七戸処理区は70.8％、

天間林処理区は78.5％となっています。 

農業集落排水事業は、中野処理区が2003（平成15）年4月1日、四ケ村処理区が2006（平成18）

年4月1日に供用を開始しました。2025（令和７）年3月31日現在の水洗化率は、78.8%となってお

り、中野西処理区は80.3%、四ケ村処理区は78.1%となっています。 

今後は、公共下水道事業認可区域の計画的な管渠※の維持・更新を図るとともに、処理場及び管

渠等の下水道施設の老朽化に起因した事故発生や機能停止を未然に防ぐため、長寿命化対策に向

けた取組が必要です。 

また、生活雑排水の河川投棄を防止するため、下水道事業への加入及び合併浄化槽の設置促進

を図る必要があります。 

 
※管渠 

給水・排水を目的に「管」を用いて作られ、地中に埋設された水路のこと。 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
●八甲田山系に水源を発し、安全で安心できる水

道水を安定的に供給するため、水道施設の更新
や耐震化等の整備を促進します。 

 

 

（１）安全・安心な水を供給するため 

の整備推進 
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●汚水処理施設の長寿命化等の整備を計画的に推

進し、生活雑排水の適切な処理のため、下水道
への加入促進及び合併処理浄化槽の設置を推進
します。 

 

 

 

（２）汚水処理のための整備推進 
 

 

施策の内容 

 

（１）安全・安心な水を供給するための整備推進 

① 水道施設の改良、更新を計画的に推進します。 

② 水源の河川表流水への切り替えを推進します。 

③ 水の安全供給のため、配水池の増設を推進します。 

④ 災害時に対応可能な耐震対策管路網の整備を促進します。 

⑤ 七戸地域、天間林地域をつなぐ水道施設の連絡管整備を検討します。 

 

（２）汚水処理のための整備推進 

① 「ストックマネジメント計画」に基づき、下水道処理施設の増設と長寿命化を図るとともに、
公共下水道計画区域の計画的な維持管理に努めます。 

② 下水道普及率向上のため、下水道加入促進奨励金制度を継続して実施します。 

③ 生活雑排水の河川への流入防止対策のため、し尿、生活雑排水を集合的に処理する合併処理浄
化槽の設置を推進します。 

④ 合併浄化槽の設置相談窓口の設置を継続し、個別相談に対応します。 
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住 宅 

  

現況と課題 

本町の町営住宅は、合計254戸を建設し管理しています。しかし、耐用年数を超えている住宅が

96戸（全体の37.8％）あり、老朽化が著しいことから、今後は計画的な修繕による住環境整備に

努めつつ、将来を見据えたあり方を検討します。 

また、人口減少の進行に伴う核家族化や、産業構造の変化による若年層の人口流出等により、

ひとり暮らし世帯の増加や長期間にわたり使用されていない空き家が増加しています。 

本町では、「空き家等情報バンク」への登録により、利用希望者に情報提供を行う等の対策を行

っていますが、空き家の活用を促進するためのさらなる取組が必要となっています。 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
●安全で快適な住宅環境を確保するため、公営住

宅の計画的な長寿命化を図ります。 
 

 

（１）住宅環境の維持管理の推進 
 

 
●良好な定住環境の提供のため、空き家等の利活

用や個人での住宅整備を推進します。 
 

 

（２）空き家等の利活用の推進 
 

 

施策の内容 

 

（１）住宅環境の維持管理の推進 

① 「公営住宅等長寿命化計画」に基づき、老朽化した住宅の補修等維持管理に努めます。 

② 高齢社会や障がい者に対応し、周辺環境を考慮した住宅整備に重点を置き、多様なニーズに対
応した良質な住宅ストックの形成と住居水準の向上を図ります。 

 

（２）空き家等の利活用推進 

① 空き家等情報の収集と提供を推進し、空き家等の利活用につなげます。 

② 民間事業者と連携し、空き家等の管理や利活用を相談できる窓口の設置を検討します。 

③ 生活拠点を中心に、生活利便性が高い居住環境の整備を図るとともに、町民の新築住宅や中古
住宅の取得を支援します。 
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公 園 

 

現況と課題 

本町には、都市計画公園、緑地、農村公園等が23箇所整備されている一方で、子ども向けの遊

具が整備されている広場や公園は少ない状況です。 

また、公園は町民の憩いの場や災害時における避難場所になるなど、多様な機能と役割を担っ

ています。このため、目的に応じた公園の整備に努める必要があります。 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
●町民の憩いの場として利用できる公園の整備や

維持管理を推進します。 
 

 

（１）公園・緑地の整備 

 

施策の内容 

 

（１）公園・緑地の整備 

① 人口減少・高齢化の進行を見据えた公園機能の見直しや地域住民及び町を訪れる人が安心し
て楽しむことができる憩いの場の整備に努めます。 

② 町民と協働し、公園や緑地の適切な維持管理を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 活力あふれる産業のまちづくり【産業振興】 
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農林畜産業 

 

現況と課題 

農 業 

近年の気候変動による異常気象の頻発化や人口減少、高齢化等により、農業を取り巻く環境は

変化しています。国では、この状況に対応するため、2025（令和７）年に、６回目の「食料・農

業・農村基本計画」を策定し、生産基盤の強化、食料自給率と食料自給力の向上等を目標に掲げ、

農政改革を進めています。 

農業は本町の基幹産業です。町はこれまで、生産性の向上を図るため、水稲と野菜、畜産を組

み合わせた複合型経営を推進してきました。農業の総生産額は、2014（平成26）年は約45億円で

あったものが、2015（平成27）年以降は、年間約60億円前後に増加しており、2022（令和４）年

は58億8,900万円となっています。 

2020（令和２）年の農業就業人口は1,477人（2015（平成27）年1,416人）と微増していますが、

農家戸数は769戸（2015（平成27）年959戸）と大きく減少しています。これは、地球温暖化によ

る収穫量や品質の低下、資材価格高騰による生産コストの上昇、農業従事者の高齢化や後継者不

足により、経営規模拡大による合理化が進んでいることも要因として考えられます。 

また、輸入農産畜産物の増加に伴う価格の低迷、本町の特産品であるにんにく、ながいもの連

作障害や自然災害、野生鳥獣被害の発生等による収穫量の減少等、町の農業は一段と厳しい状況

に置かれています。 

このような状況下において農業の振興を図るためには、「地域計画」に基づく農地の集約化、将

来の農業の担い手の確保、農地の面的拡大・流動化等によるコストの低減、スマート農業の導入

支援等による生産性の向上促進により、付加価値の高い農産物の生産や販売促進のための市場開

拓を進めていく必要があります。さらに、農畜産物の生産だけでなく、加工や販売にも取り組む

第６次産業化を進めることで、生産物の価値を高めることも必要となります。 

農道については、ほ場整備地域を中心に中山間地域総合整備事業等により整備を進めています。

しかし、ほ場整備が進んでいない地域及び畑作地帯は、未整備路線あるいは老朽路線が見られ、

大型機械等の通行に支障が出ているため、土地基盤整備と併せて農道整備を図っていく必要があ

ります。 

 

林 業 

本町の森林は、2025（令和7）年現在224.65K㎡と町総面積の66.6％を有し、これを所有形態別

にみると国有林は149.84K㎡で66.7％、民有林が74.8K㎡で33.3％となっています。 

民有林の人工林率は63.0％と青森県平均の54.4％を上回っており、人工林化の進んだ地域です。

近年は森林資源量の充実に伴い、主伐面積が増加傾向にあります。 

林業生産については、2022（令和４）年の総生産額は１億2,000万円となっています。 

林業を取り巻く状況は、林業従事者の高齢化や担い手不足、森林所有者の経営意欲低下等によ

り、再造林が進まず造林未済地や管理放棄森林が増加し、森林が有する多面的機能の低下が懸念
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されています。さらに、松くい虫やナラ枯れによる被害が県南地域で発生し、本町への影響が憂

慮されていることから、被害防止対策が必要となっています。 

これらの課題に加え、森林環境譲与税の開始や森林経営管理者制度が導入されたことにより、

これまで以上に町が主体的に森林・林業施策に取り組み、森林の健全化及び林業の振興、防災・

減災に向けた災害に強い森づくりを図っていくことが求められることから、本町では、2022（令

和４）年に「七戸町森林ビジョン」を策定し、持続可能な森林づくりを推進しています。 

国有林については、木材等の供給地として重要な役割を担っているとともに、今後においても

水資源涵養、環境保全、レクリエーション等の場として有効利用が望まれています。 

林道については、そのほとんどが国管理路線であるため利用率も高く、比較的整備されていま

すが、民有林道は整備が遅れています。 

  

畜産業 

2024（令和６）年の延べ飼養戸数は54戸（2019（令和元）年75戸、2014（平成26）年79戸）、

2024（令和６）年の飼養頭数は肉用牛13,221頭、豚87頭（2019（令和元）年肉用牛10,298頭、豚

1,720頭、2014（平成26）年肉用牛9,087頭、豚5,020頭）と農家数と豚の頭数は減少しています

が、肉用牛１戸当たりの飼養頭数は増加傾向にあり、トレーサビリティ※が重要視される中、七戸

産肉用牛の評価は高まっています。 

また、本町は石倉山放牧場を運営し、家畜飼育を推進していますが、施設・設備の老朽化によ

り利用者への利便性と家畜飼育への影響が課題となっています。 

 
※トレーサビリティ 
商品がいつ、どこで作られ、どのような経路で消費者に届いたかを明らかにする仕組みのこと。 
食の安全・安心を守るため、国内で流通する牛肉は「牛肉トレーサビリティ法」により、個体の識別番号、飼育された牧場、加工
された工場、衛生管理状況、流通業者、販売者などを明記することが義務付けられている。 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
 
 
●農業者の資質向上や生産組織の育成に取り組

み、意欲的な農業者を積極的に支援します。 
また、地域計画に基づく規模拡大や農業機械 
の導入を進め、農業生産の基盤整備を推進し 
ます。 

 

 

（１）農業の担い手の育成・確保と 

営農組織の育成・支援 

 

（２）農地の集積促進 

 

（３）生産基盤の整備 

 

（４）農業技術の高度化とブランド化 

の支援 
 

 
●地域資源を最大限に活用し、環境負荷を低減 

した環境保全型農業への取組を進め、安心・ 
安全な農産物の生産技術の確立を図ります。 

 

 

 

（５）環境に優しい農業の支援 

 
●農産物加工品の高付加価値化を進め、販売流 

通体制の強化を図ります。 

 

（６）付加価値を高める加工技術の 

支援と６次産業化の推進 

 

（７）地産地消の推進 
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●七戸町の宝である豊かな森林の荒廃を防ぐた

め、森林環境譲与税の積極的な活用を行い、 
森林整備を進めて水源涵養や土砂災害防止と 
併せ、多様な野生動物の生育環境を守ります。 
 

 

 

（８）計画的な森林管理と林業生産基盤 

の整備 

 
●七戸産肉用牛の品質向上を図り、畜産経営の 

安定化を支援します。 

 

（９）畜産業の生産基盤強化 

 
●農業、林業、畜産業すべてにおいて、後継者 

と中核的担い手の育成を、個人・法人ともに 
支援します。 
 

 

 

（１）～（９） 

 

施策の内容 

 

（１）農業の担い手の育成・確保と営農組織の育成・支援 

① 農業者の資質向上に取り組み、後継者対策を支援します。 

② 新規就農者、親元就農者の経営安定化を支援します。 

③ 農業の法人経営化、営農集団の組織化、経営規模拡大や集落営農の展開等による土地利用型農
業の担い手を支援します。 

④ 営農組織の育成を促進し、コスト低減等による農業所得の向上をめざします。 

⑤ ＪA、農業関連機関との連携と交流により、情報の発信や相談体制を強化し、農業者の意欲の
向上を支援します。 

 

（２）農地の集積促進 

① 「地域計画」に基づく農地の集約化を推進します。 

② 農業経営基盤強化法に基づく認定農業者制度を利用した規模拡大の推進に努めます。 

③ 農地情報と地図情報をインターネット（農地ナビ）で公開し、農地の賃貸借や変換分合による
農地集積を促進します。 

④ 耕作放棄地（遊休農地）の集団化への参加等、 農地の利用促進を図ります。 

 

（３）生産基盤の整備 

① 農道や農業用排水路の修繕、更新等維持管理に努めます。 

② 関係機関と連携しながら適正な鳥獣対策を実施し、農作物等への被害を最小限に留めるよう
取り組みます。 

 

（４）農業技術の高度化とブランド化の支援 

① 消費者動向に対応し消費者に好まれる独自のブランドを確立できるよう、農作物の品質の向
上を支援します。 
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② 連作障害や病害虫の被害を回避するため、適切な土壌管理対策等に取り組み、特産物の産地維
持を図ります。 

③ 地域に適した作物の検討会や研修会等、農業者の情報交換の機会をつくり、新しい特産品の創
出を支援します。 

④ 施設園芸野菜の生産と安定供給を支援します。 

⑤ 農業の複合経営を推進し、経営の安定化を支援します。 

⑥ 生産の維持や拡大ため、国や県の制度を活用するなど、農作業の省力化・効率化に向けたスマ
ート農業等の導入支援を行います。 

 

（５）環境に優しい農業の支援 

① 町内の畜産廃棄物を利用した完熟堆肥の生産と利用を推進し、環境に優しい農業への取組を
支援します。 

② 自然環境の保全に資する農業の生産方式を推進します。 

③ 付加価値の高い野菜の栽培を支援します。 

④ 農畜産物の安全を保証するトレーサビリティの確立を支援します。 

⑤ 安心・安全な七戸産農産物の消費者への浸透を支援します。 

 

（６）付加価値を高める加工技術の支援と６次産業化の推進 

① 地場農産物を活かした新たな農林畜産物加工品の創出と６次産業化を支援します。 

② にんにく、ながいも、ゴボウ、トマト等主力作物の販売体制の強化を支援します。 

③ 消費者ニーズに対応した農産加工品のブランド化を図り、付加価値を高めるための研究等、地
域産業の活性化に努めます。 

 

（７）地産地消の推進 

① 学校給食や病院給食等への地元農産物の供給を推進します。 

② 農産物を地元消費者に販売する仕組みづくりと消費者への PR 活動を推進します。 

 

（８）計画的な森林管理と林業生産基盤の整備 

① 森林施業の効率化と森林の持つ多面的機能の発揮に向け、林道及び作業道の整備と維持管理
を促進します。 

② 計画的な除間伐及び下草刈りを推進し、森林の荒廃を防ぐとともに、間伐材や集成材の利用を
促進します。 

③ 経営の多角化、協業化による組織経営基盤の強化を推進し、林業後継者と中核的担い手を育成
します。 

④ 担い手の林業技術講習会、林業作業士養成研修等の受講を促進し、林業労働者の安定確保に努
めます。 

⑤ 水源涵養林としての森林保全や自然景観、野生生物の保全を推進します。 
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⑥ 林業の軽労化と省力化を図るため、デジタル技術の導入や高性能機械等の普及を支援します。 

 

（９）畜産業の生産基盤強化 

① 生産コストの低減、飼養頭数の拡大等、畜産農家の経営基盤の確立に向けた支援体制を整備し
ます。 

② 肉用牛の安定供給を図るため、既存施設・設備の近代化と優良繁殖牛の導入を支援します。 

③ 情報の収集・発信により家畜防疫体制を強化し、安全・安心な肉用牛の生産を支援します。 

④ 畜産農家の後継者不足について、対策の検討を進めます。 
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商工業 

 

現況と課題 

商 業 

本町の商業においては、2021（令和３）年の卸売業・小売業を合わせた事業所数は154事業所、

従業者数は944人、年間商品販売額は230億2,000万円となっています。 

商業を取り巻く環境は、商圏人口の減少や道路網整備に伴う郊外型大型店舗での購買志向の強

まり、ネット通販の普及による新たな流通経路での消費流出の拡大とともに、経営者の高齢化や

後継者不足を背景として、小規模店舗の廃業が懸念されています。これは、空き店舗の増加や産

業構造の偏重等、様々な課題へとつながることから、その対策が必要となります。 

そのため、大型店舗と小規模店舗の柔軟な経営活動との差別化や地域志向の魅力ある経営活動

の実現、それらによる域内消費循環を形成することで、共存共栄をめざすことが重要です。さら

に、新規創業や後継者への事業継承の支援やインターネットを利用した販売力向上の取組を支援

することで、商業機能の維持を図る必要があります。  

このような状況の中、町では「道の駅しちのへ」を商業及び集客の核エリアとして位置づけ、

七戸町ならではの歴史や文化、自然を活かした産業振興を図ることをめざしています。これによ

り、町内に新たな価値やサービスを創出することで、町外からの交流人口の増加を促し、新たな

消費活動を生み、町内全域へその効果が広まることが期待されます。 

 

工 業 

本町の工業は、2020（令和２）年における事業所が27箇所あり、従業者593人、工業出荷額は

84億2,583万円で、従業者一人当たりの出荷額は1,420万円となっています。事業所規模は4人以上

29人の事業所が20箇所、さらに30人以上の事業所が7箇所となっており、１事業所の平均出荷額

は3億1,206万円で県平均の12億5,969万円を大きく下回っています。 

本町の企業体質を総体的にみると、景気に左右されやすい零細企業が主であり、従業者数は男

性が約4割、女性が約6割という状況です。 

また、近年のデジタル技術進展への対応や人手不足、原材料の価格高騰等が深刻化しており、

企業を持続していくために、安定した労働力の確保とデジタル技術導入による効率化が重要とな

っています。 

このことから、雇用の場を確保するための企業立地の促進と立地基盤の整備に取り組むととも

に、企業経営の安定化や将来を担う人材の育成・確保等、様々な支援を推進する必要があります。 

 

情報通信業 

近年の情報通信産業の動向は、半導体製造等のハードウェア関連部門の落ち込みに対して、ソ

フトウェア等の情報サービス業や電気通信等の通信業は依然として堅調であり、今後も成長が期

待されます。 

また、企業等のＩＴ投資については、テレワークの普及やデジタルサービスの多様化等に伴う、
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デジタル技術活用の推進によって、ハードウェア整備からソフトウェア整備に移っています。  

一方、本町の情報通信産業に成長はみられず、他の産業の内部で処理・開発されており、この

傾向は続くものとみられます。  

今後は、情報通信技術との融合による既存産業の高付加価値化を図りながら、情報通信産業の

発展をめざす必要があります。 
 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
●荒熊内地区を産業振興の拠点として整備を進 

めるとともに、関係機関と連携を推進し、商 
工業の活性化を図ります。 

 

 

 

（１）地域産業活性化に向けた環境整備 

 

 
●地域の持続可能な発展のため、既存商店街の現

状を把握し将来像を見据え、新規創業や起業へ
の支援体制を整備します。 

 

 

（２）商業団体の活性化支援 

 

（３）起業家の支援と新産業の創出 

 

 
●地場産業の育成のため、融資制度の活用や人材

の育成及び確保を支援します。 
 

 

（４）産業振興の促進・支援 

 

 
●雇用機会の拡大を図るため、県内外からの企業

誘致を進めます。 
 

 

（５）雇用機会の拡大 

 

施策の内容 

 

（１）地域産業活性化に向けた環境整備 

① 町と地域、関係機関等が連携し、荒熊内地区を中心とした産業振興に取り組む体制づくりを推
進します。 

② マーケティング調査を基にした商店街活性化事業を展開し、サービスの充実を支援します。 

③ 関係機関と連携し、空き店舗情報の発信や相談、新規創業、事業継承等、企業へのきめ細やか
な支援体制を整備します。 

④ 経営者、従業員の資質向上を図り、販売意欲の向上、消費者ニーズヘの対応等、内部の体質改
善を支援します。 

⑤ 誰もが利用しやすいよう、街路や店内のバリアフリー化を推進します。 

⑥ 商業、製造業等、地域産業の競争力強化と雇用機会の確保のため、情報通信技術の活用を検討
します。 

 

（２）商業団体の活性化支援 

① 商工会の合併による組織力強化と活発化を支援します。 

② 地の利を活かした商工業の活性化につなげるため、関係機関と連携し、協力体制の整備を支援
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します。 

 

（３）起業家の支援と新産業の創出 

① 立地企業に対する助成制度（優遇措置）の拡充を推進します。 

② 意欲ある起業家への支援体制を整備します。 

③ 農業と連携し、環境への負荷を抑えた地域環境適合型産業の創出を促進します。 

 

（４）産業振興の促進・支援 

① 地場産業育成のため、国・県の中小企業振興策や融資制度の活用を促し、町内企業の体質強化
を図ります。 

② 技術者の育成、確保、労務対策の支援等により地元企業を支援します。 

③ ハローワーク（公共職業安定所）等関係機関と密接な関係を保ち情報の収集、提供を図りま
す。 

 

（５）雇用機会の拡大 

① 地の利を活かした企業の立地を支援します。 

② 遊休公共用地等を活用して、県内外企業の誘致を推進します。 

③ 新規就業者や UIJ ターン希望者への就職情報の提供等、移住定住対策と連携した取組を進め
ます。 
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観 光 

 

現況と課題 

本町の観光業は、2019（令和元）年末からの新型コロナウイルス感染症流行により、大きな打

撃を受けました。本町観光の玄関口である七戸十和田駅における１日の乗車人員数は、2012（平

成24）年の開業から2018（平成30）年まで、２％から５％の伸びをみせていましたが、新型コロ

ナウイルス感染症流行の影響により、2020（令和２）年には開業時の約40％まで減少しました。

コロナ禍の収束に伴い乗車人員数は緩やかに上昇し、2023（令和5）年には開業時の水準となっ

ており、観光業も回復の兆しをみせています。 

しかしながら、七戸十和田駅周辺は、宿泊施設等の長期滞在に対応した施設整備が進んでいな

いことから、県内観光客やビジネス利用者にとっての単なる通過点となっている一方で、「道の駅

しちのへ」は、県内でもトップクラスの集客施設であることから、同施設のさらなる認知度の向

上を図り、町の魅力を発信する拠点として整備を進めることが重要です。 

観光及びレクリエーションおいては、観光ニーズの多様化に対応するため、レールバスの愛称

で親しまれた南部縦貫鉄道や東八甲田家族旅行村等の現存資源の機能充実、魅力向上を図るとと

もに、世界文化遺産の構成資産である二ツ森貝塚やしちのへ秋まつり等の催事といった「七戸な

らでは」の自然・歴史・文化、そして人的資源を活かした観光サービスを創出することで、県内

外の観光客のみならずビジネスマンも対象とした体験・交流による滞在型の観光地域づくりを進

めていく必要があります。 

また、近年のインバウンド観光の増加に伴う観光地への観光客の過剰な集中により、道路の渋

滞や自然環境の破壊等、地域住民の生活に悪影響を及ぼすオーバーツーリズムが全国的に深刻化

しています。七戸町においては、影響は少ない状況ですが、今後は、交流人口の増加をめざすう

えで、オーバーツーリズム対策を検討していく必要があります。 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
 
●新幹線利用者による交流人口の増加を踏まえ、

マーケティングの視点に立った観光動向調査を
実施し、新しい施策を展開します。 

 

 

（１）観光ネットワークの整備と 

情報発信の強化 

 
（２）魅力ある観光ルートの整備 

 

 
 
●東北新幹線七戸十和田駅、道の駅しちのへを含

む荒熊内地区を中心とした観光振興を推進し、
観光客の滞在時間の増加を図ります。 

 

 

（２）魅力ある観光ルートの整備 

 

（３）地域の特性を活かした滞在型観光 

   及び通年観光の推進 

 

 
●地域のまつりやイベントを観光資源として支援

するとともに、郷土愛の醸成機会とその運営を
支援します。 

 

 
 
（３）地域の特性を活かした滞在型観光 
   及び通年観光の推進 
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●道の駅しちのへ、東八甲田家族旅行村を拠点と

した交流体験や自然体験等、滞在型及び通年型
観光商品の開発と運営を支援します。 

 

 
（３）地域の特性を活かした滞在型観光 
   及び通年観光の推進 

 

（４）東八甲田家族旅行村の整備促進 

 

 
●周辺市町村との広域連携により、国内外から訪

れる観光客への情報発信等を推進します。 
 

 

（５）広域連携による観光の推進 

 
●新幹線利用者のニーズに対応した、七戸十和田

駅を拠点とする二次交通の利便性向上を図りま
す。 

 

 

 

（６）二次交通の利便性向上 

 

施策の内容 

 

（１）観光ネットワークの整備と情報発信の強化 

① 道の駅しちのへを「観光」「文化」「特産品」等観光情報の発信拠点として整備し、機能充実を
推進するとともに、町内観光資源との連携を図ります。 

② 観光協会の組織力強化を支援します。 

③ インターネットを通じた情報発信と交流活動を通じて、リピーターの確保と交流の継続を推
進します。 

④ 観光ガイドの育成と活動を支援します。 

⑤ 観光ガイド等との協力体制を強化し、誰にでも楽しめ、わかりやすい PR 資料の作成を推進し
ます。 

 

（２）魅力ある観光ルートの整備 

① 町内の観光資源の調査分類を継続し、観光客のニーズに沿った観光ルートの整備を検討しま
す。 

② 七戸町の「歴史」と「文化」、そして「景観」を核とした観光ルートの整備を検討します。 

 

（３）地域特性を活かした滞在型観光及び通年観光の推進 

① 滞在型観光客、ビジネス利用者のニーズに合わせた宿泊施設の整備を推進します。 

② 七戸町ならではの「自然」、「歴史」、「食」、「産業」等を活かした体験型交流観光の充実を支援
します。 

③ 町の歴史・文化を継承した祭りや独自のイベントを広く県内外に PR し、観光客の誘致を推進
します。 

④ 四季を活かした観光資源を発見し、その魅力を発信することで、１年間を通して本町を楽しむ
ことができる通年観光を推進します。 
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（４）東八甲田家族旅行村の整備促進 

① 自然観察会や自然体験キャンプ等、施設整備のための支援を行います。 

② 自然体験施設として、ターゲットを絞った PR に努めます。 

③ 老朽化した施設の改修を促進します。 
 

（５）広域連携による観光の推進 

① 十和田湖・下北半島との広域観光ネットワークの整備と情報発信を促進します。 
 

（６）二次交通の利便性向上 

① 七戸十和田駅を起点としたレンタカー事業者、タクシー会社等、民間交通事業者の活動及び進
出を支援します。 

② レンタサイクル等、町内観光の利便性を図ります。 

③ 観光施設周辺の駐車場の整備や道路整備を推進します。 
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３ 支え合い笑顔で暮らせるまちづくり 

【保健・福祉・子育て】 
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保健福祉・健康づくり 

 

現況と課題 

保健福祉 

本町は、少子高齢化による総人口・生産年齢人口の減少、核家族化、仕事と育児の両立等、社

会環境の多様化により、こころと体の健康問題を抱える町民が増えています。 

生活習慣病予防及び重症化対策として、若い世代からの健康的な生活習慣の定着と改善に向け

た予防活動の取組を進めるとともに、疾病の早期発見・早期治療のため、働き盛り世代の受診に

配慮した日曜日健診の実施や40代・50代の健診受診料無料化、初回精密検査費用の助成を実施し

ています。 

また、本町の自殺死亡率は、国と県の数値を上回っていることから、「七戸町いのち支える自殺

対策計画」を策定し、関係機関と連携しながら自殺予防に取り組んでいます。自殺予防対策とし

て、自殺率の高い傾向にある壮年期男性及び高齢期女性を対象とした心の健診を実施し、うつス

クリーニング※の結果を踏まえ、電話や家庭訪問を行い支援しています。併せて、気づき・傾聴・

つなぎ・見守りの役割を持つゲートキーパー※の研修会を実施し、地域での見守り役を担う人材育

成を行っているほか、若年者への取組として、困難やストレスに直面した際に信頼できる大人に

助けの声を挙げられることを目標に、小学生を対象とした「こころの健康教室」等を開催してい

ます。さらに、自殺の背景として健康問題及び生活困窮等の経済的要因があることから、関係各

課や関係機関との連携強化に努めるとともに、「相談窓口一覧表」を作成し、町民への情報提供を

行っています。 

健康問題や生活困窮等の困りごとは、複合的に要因が絡み合うことが多いことから、本町では

関係各課を集約したワンストップ窓口を設置し対応しています。町民が自立した生活を安心して

送ることができるよう、引き続き健康問題や自殺防止、生活困窮への対策を充実させていく必要

があります。 

 

健康づくり 

2020（令和２）年における七戸町男性の平均寿命は79.4歳、女性は85.9歳で、男性は青森県平

均より高く、女性は低くなっています。（青森県平均：男性79.3歳、女性86.3歳） 

本町では、「第３次健康しちのへ21」で掲げる基本目標「健康寿命の延伸と早世の減少」を基に、

誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現に向けて、健康に関する知識や意識の向上を図るた

め、心と体の健康相談や運動習慣定着を目的とした運動教室等、栄養改善や食育を目的とした料

理教室等、健康づくりへの取組を展開しています。 

今後も、健康づくりの推進と健康になれる環境づくりの構築が求められます。特に健康無関心

層を含む幅広い町民の健康増進活動への参加を促すため、インセンティブを活用した健康行動変

容型予防医療施策（健康ポイント事業※）を推進し、健康づくりを充実させていく必要がありま
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す。 

 

医 療 

本町の医療施設は、内科２、歯科４の６診療所、そして中部上北広域事業組合が運営する病院

として公立七戸病院があり、７医療施設により町民の医療の確保を図っています。 

特定診療科目については、医師不足のため、患者の多くは十和田市をはじめ他市町の医療機関

に依存している状況となっています。 

町民ができる限り住み慣れた地域で安心して医療・介護サービスを受けられるよう、地域の実

情や町民のニーズに応じた適切な医療・介護サービスを受けられる体制づくりが必要です。 

そのため、上十三地域自治体病院等の機能再編成による機能分化・連携体制を推進していく必

要があります。 

 
※うつスクリーニング 
うつ病の可能性を調べるための簡易的な検査のこと。本格的な診断の前に、うつ状態の可能性を効率的に見つけることを目的とす
る。 

 
※ゲートキーパー 
自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴き、必要な支援につなげ、見守る）を
行うことができる人のこと。 
 
※健康ポイント事業 

地域住民の健康増進活動を促進するため、自治体が中心となり、健康診断の受診、ウォーキング等にポイントを付与し、貯まった
ポイントを特典と交換できる事業のこと 

 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
 
 
 
●子どもから高齢者まで、町民一人ひとりが自分

の健康に関心を持ち、それぞれのライフステー
ジやライフスタイルに応じた健康管理に積極的
に取り組めるよう支援します。 

 

 

（１）保健・福祉と医療をつなぐネットワ
ークの整備 

 

（２）こころと体の健康づくりの促進 

 

（３）保健・医療・福祉分野の専門職員の 

   確保・育成及び資質向上 

 

（４）地域医療体制の充実 

 

 
 
 
 
●生活習慣に起因する病気を予防するため、生活

習慣病予防、介護予防、心の健康対策に、町民
と行政が一体となって取り組む体制づくりを推
進します。 

 

 

（１）保健・福祉と医療をつなぐネットワ
ークの整備 

 

（２）こころと体の健康づくりの促進 

 
（３）保健・医療・福祉分野の専門職員の 
   確保・育成及び資質向上 
 

（４）地域医療体制の充実 

 
（６）地域における支え合い活動の支援 
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●地域医療を持続・継続できるよう、近隣市町村

と広域的な連携を図りながら、医療サービスの
充実に努めます。 
 

 
（１）保健・福祉と医療をつなぐネットワ

ークの整備 
 
（２）こころと体の健康づくりの促進 

 
（４）地域医療体制の充実 
 

 
 
●公立七戸病院、個人医院を効率的に活用した医

療、保健、福祉の一体的なサービスの提供を推
進します。 

 

 

（１）保健・福祉と医療をつなぐネットワ
ークの整備 

 

（４）地域医療体制の充実 

 

 
 
 
●経済的困窮や健康、日常生活に不安や困難を抱

える人が安心して暮らせるよう、一人ひとりの
生活、健康、就労等の支援体制を整備します。 

 

 

（１）保健・福祉と医療をつなぐネットワ
ークの整備 

 

（５）生活困窮者の自立支援 

 

（６）地域における支え合い活動の支援 

 

 

 

施策の内容 

 

（１）保健・福祉と医療をつなぐネットワークの整備 

① 公立病院と個人医院を活用した保健・福祉・医療の一体的なサービス提供を推進し、町民と行
政が一体となった健康管理体制を構築します。 

② 保健・福祉・医療の包括ケアシステムの構築を推進します。 

③ 保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等の適正配置及び増員を図り、在宅保健福祉サービ
スの向上に努めます。 

④ 健康管理体制の構築における、地域と行政のパイプ役として活動している保健協力員、食生活
改善推進員の活動を支援します。 

 

（２）こころと体の健康づくりの促進 

① 疾病の早期発見、早期治療につなげるため、町民が健診を受診しやすい体制を推進し、各種健
診の受診率向上を図るとともに、町民の健康づくり事業を推進します。 

② 生活習慣病予防のため、運動習慣の定着や食育の推進、特定健診の受診率向上等の健康づく
り・体力づくりを推進します。 

③ こころの病気についての正しい知識の普及啓発に努め、こころの健康保持増進を図ります。 

④ 自殺予防に関する正しい知識の普及やゲートキーパーの育成を推進します。 
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（３）保健・医療・福祉分野の専門職員の確保・育成及び資質向上 

① 多様化する保健・医療・福祉サービスへのニーズに対応するため、専門職員養成機関との連携
を進めます。 

② 職員研修等、各種研修会の充実を促進し、保健・医療・福祉専門職員の資質向上を図ります。 

③ 専門職員の適切な配置により、効率的なサービス提供を推進します。 

 

（４）地域医療体制の充実 

① 地域の実情や医療ニーズに応じて、町民への包括的医療が提供される体制を構築するため、上
十三地域自治体病院等の機能再編成による機能分化・連携体制を推進します。 

② 疾病の早期発見・早期治療につなげるため、医療機関と連携し、町民が医療機関を受診しやす
い体制を推進します。 

 

（５）生活困窮者の自立支援 

① 経済的、身体的、精神的に不安を抱える町民に対し、関係課及び関係機関との連携を強化し、
支援を進めます。 

 

（６）地域における支え合い活動の支援 

① ボランティア活動をはじめとする地域活動とその担い手となる人材育成を支援します。 

② 社会福祉協議会との連携を支援します。 

③ 小・中学生の学校でのボランティア活動を支援します。 

④ 地域住民の身近な相談相手や見守り、地域支え合い活動の推進体制構築における、地域と行政
のパイプ役として活動している民生児童委員の活動を支援します。 
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高齢福祉 

 

現況と課題 

本町の65歳以上の高齢者人口は、増加傾向にありましたが、2021（令和３）年10月の6,210人

をピークに減少傾向に転じており、この傾向は今後も続くものと予想されます。 

本町では、2024（令和6）年度より第９期介護保険事業計画・高齢者福祉計画を策定し、介護保

険事業を実施しており、要支援及び要介護認定者数や介護サービスの受給者数及び介護給付費は

概ね横ばいで推移していますが、高齢者の更なる高齢化に伴う介護ニーズの増大も推測されます。 

団塊世代が2025（令和7）年に75歳以上となり、2040（令和22）年には団塊ジュニア世代が65

歳以上となります。高齢になっても要介護状態とならないよう、地域における包括的・継続的な

ケアマネジメント機能の強化に向け、地域包括支援センターを拠点とした「地域包括ケアシステ

ム※」の推進・深化のため、介護予防や生活支援に関する取組を推進しています。  

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加する中で、認知症の高齢者も増加しています。

認知症の方や家族が住み慣れた地域で安心して過ごすことのできるまちづくりを進めるには、地

域全体で高齢者を支え、高齢者自身も介護予防や重症化防止への取組が求められます。そのため

にも、地域包括支援センターを軸とした地域全体の対応力の底上げを図り、町民に信頼される支

援体制を構築していく必要があります。  

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
 
 
 
●高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすこと

ができるよう、地域で支え合う包括的な支援体
制の構築を推進します。 

 

 

（１）地域包括ケアの機能充実とネットワ
ークの整備 

 

（２）介護サービスの充実と地域の協力体
制の整備 

 

（３）高齢者の自立支援 

 

（４）高齢者の総合支援拠点の整備 

 

 
●町民一人ひとりが「新しい認知症観」を理解

し、認知症の人の意思等が尊重され、その家族
等が他の人々と支え合いながら安心して暮らせ
る環境づくりを推進します。 

 

 

（１）地域包括ケアの機能充実とネットワ
ークの整備 

 

（５）認知症に関する支援の充実  

 

 

 
※地域包括ケアシステム 
高齢者が要介護状態になっても住み慣れた場所で自分らしい暮らしを最後まで送れるように、地域が一体となり支援体制を構築す
る仕組みのこと。 
 
 

施策の内容 
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（１）地域包括ケアの機能充実とネットワークの整備 

① 地域における多様な社会資源のネットワーク化の推進に努めます。 

② 地域包括支援センターを拠点として、高齢者の総合相談、権利擁護、ケアマネジメント等に取
り組み、高齢者福祉の増進を包括的に支援する体制の構築に努めます。 

③ 地域包括支援センターを拠点として、在宅医療と介護の連携強化に努めます。 

④ 高齢者の孤立を防ぐため、地域住民や関係機関との情報共有により、見守り体制を強化しま
す。 

⑤ 地域ケア会議等において、保健・医療・福祉関係者の連携により、地域のニーズや社会資源を
把握し、地域包括ケアシステムの構築を推進します。 

 

（２）介護サービスの充実と地域の協力体制の整備 

① 町民と行政が一体となった介護福祉の実現に努めます。 

② 町の人口推移や人口構成の変化に応じた適切な介護サービス基盤の維持・確保に努めます。 

③ 地域ケア会議等を活用し、高齢者に対する支援の充実と高齢者を支える社会基盤の整備に努
めます。 

④ 多様化している利用者の要望に対応するため、介護保険サービス以外の高齢者福祉サービス
を充実させ、地域で支え合える体制づくりを推進します。 

 

（３）高齢者の自立支援 

① 高齢者の生きがい創出のため、生涯学習活動等への社会参加を支援します。 

② 高齢者が社会的役割を持てるボランティア活動や地域活動への参加を促進します。 

③ シルバー人材センターの活動及び人材活用を支援します。 

④ 高齢者の就労機会の拡大のため、就労に関する相談窓口や情報提供の充実に努めます。 

 

（４）高齢者の総合支援拠点の整備 

① 既存の公共施設の機能を有効に活用して、地域住民に使いやすい総合支援拠点の整備をめざ
します。 

② 障がい者福祉との有機的連携を強化し、障がい者の高齢化に対応した高齢者福祉の総合支援
の充実を図ります。 

 

（５）認知症に関する支援の充実 

① 町民の認知症に対する理解を深めるため、啓発活動をはじめとした認知症施策を推進します。 

② 認知症の高齢者やその家族が安心して地域で暮らせる環境づくりに努めます。 

③ 認知症の早期発見・早期対応、認知症ケアの充実をめざします。 
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障がい福祉 

 

現況と課題 

本町の障がい者は、３障害（知的・身体・精神）合わせて、2025（令和７）年４月１日現在、

886人（障害者手帳等交付件数）となっており、そのうち65歳以上の高齢者が537人と60.61％を

占めています。 

障がい者福祉施策として、2013（平成25）年４月１日に施行された障害者総合支援法により、

地域社会における共生の実現に向けて、障がい福祉サービスの充実等障がい者の日常生活及び社

会生活を支援するため「七戸町障害者福祉計画」を策定し、その対策にあたっています。  

また、障がいのある人が権利の主体としてその尊厳が守られ、障がいの有無にかかわらず、誰

もが個性や能力を発揮し、社会の構成員として主体的に社会参加するとともに、相互に認め合い、

支え合う社会の実現が必要となっています。 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
 
●障がい者の権利擁護を図りながら、自立及び社

会参加に向けた活動を支援します。 
 

 

（１）障がい者支援の充実 

 

（２）障がい者の地域生活支援拠点の整備 

 

 

施策の内容 

 

（１）障がい者支援の充実 

① 障がい者の就労、交流等、社会参加の場の整備・拡充を図るため、「自立支援給付」「地域生活
支援事業」等の活用を支援します。 

② 障がい者の文化・芸術活動、スポーツ・レクリエーション活動を支援します。 

③ 障がい者の就労に関する相談窓口の充実、情報提供に努めます。 

 

（２）障がい者の地域生活支援拠点の整備 

① 各福祉施設の機能を活かして、障がい者が利用しやすい地域生活支援拠点の整備をめざしま
す。 

② 高齢者福祉との有機的連携を強化し、障がい者の高齢化に対応した障がい者福祉の総合支援
の充実を図ります。 

③ 障がい者の地域での生活拠点確保のため、既存の公共施設の有効活用を促進します。 
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子育て支援 

 

現況と課題 

少子化は、社会経済構造に変化をもたらすことから、わが国の最重要課題となっています。 

国では、2023（令和５）年にこども家庭庁を創設するとともに、こども基本法を施行し、子ど

もを社会の中心に据えた政策を推し進めています。 

本町では、2025（令和7）年に「第３期七戸町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、安心し

て健やかに子どもを生み育てることができる町をめざし、地域全体で子どもと子育て支援を積極

的に進めています。 

母子保健については、妊婦及び乳幼児に対する各種健診を実施するとともに、妊産婦・新生児

訪問等、きめ細やかな保健指導に努めています。 

また、育児環境、基本的生活習慣、こころの病等の課題を抱えている保護者への支援について、

こども園、保育所、小学校等の関係機関による支援体制を構築しています。 

本町の教育・保育施設は、2025（令和７）年４月１日現在、保育所が１か所、幼保連携型認定

こども園が４か所設置されており、待機児童はいません。  

全国的に少子化が進行する中、本町においても出生率は年々低下し、全国平均を下回る状況に

あります。さらに、子育てに関わる社会環境や家庭環境が多様化していることから、それらに対

応した子育て環境を確保しながら、きめ細やかな少子化対策及び子育て支援施策を積極的に推進

していく必要があります。 

 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
●誰もが安心して子どもを生み育てることができ

る環境づくりを図るため、妊娠から出産、育児
まで切れ目のない支援体制を強化します。 

 

 

 

 

 

 

（１）子ども・子育て環境の整備と支援 

 

（２）子どもやこどもを育てる親世代への
支援 

 

 

 
●家庭と地域やすべての関係機関が協力し、子ど

もの権利の尊重や居場所づくり、子育ての相談
体制の充実を図り、子どもが健やかに育つ環境
づくりを推進します。 

 

 
●子育て期の親のワーク・ライフ・バランスの理

解と促進に努め、子育てしやすい環境づくりを
推進します。 
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施策の内容 

 

（１）子ども・子育て環境の整備と支援 

① 妊娠・出産・育児にわたる母子保健の充実を図ります。 

② 継続的な施設運営のため、特定教育・保育施設の配置及び利用定員の適正化を進めます。 

③ 延長保育、一時預かり保育、病児保育等の保育サービス及び小学生が放課後を安全に過ごすた
めの放課後児童クラブ環境の充実を図ります。 

④ 子ども家庭センターの機能の充実を図ります。 

⑤ 保育事故防止のため、保育施設の安全確保を推進します。 

⑥ 家庭や学校に居場所のない子どもに対して、食事提供や学習支援、悩み相談対応等を行う子ど
もの居場所づくりの活動を推進します。 

⑦ 関係機関と連携を図り、虐待予防・早期発見、重症化を防ぐための支援をします。 

⑧ 男女を問わず子育ての大切さを理解し、子育てと仕事の両立ができるよう、啓発活動に努めま
す。 

 

（２）子どもや子どもを育てる親世代への支援 

① 子育てや日常生活に関する相談体制の充実と各種子育て支援サービスの情報の周知を図りま
す。 

② 子育て支援センターへの参加を促し、地域でサポートする体制整備の充実に努めます。 

③ 各種助成制度や医療費支援等の充実を図り、子育て中の家庭の経済的支援を推進します。 
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４ 人と自然が調和する持続可能なまちづくり 

【自然・生活環境】 
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自然・景観・エネルギー 

 

現況と課題 

自 然 

本町は、西側一帯にそびえる八甲田山系を源とする大小数多くの河川が流れ、その豊かな水源

を利用した広大な水田地帯が形成されています。八甲田山系の山麓には、広大な国有林野が広が

り、身近に田園風景と森林を感じる事ができる地域です。 

この豊かな自然環境を次世代へ継承するためにも、広く啓発を図り保全の意識を育むことが重

要となります。  

 

景 観 

本町には、四季を彩る豊かな自然、田園、牧場風景があり、町内には遺跡や建造物等の歴史的

景観が残されています。それらを地域の財産として、また、観光資源として維持・保存に努める

とともに、自然と歴史が調和した落ち着きのある良好な景観を形成することが必要です。 

 

エネルギー 

本町では、2021（令和３）年７月７日に、2050（令和32）年までに町内の二酸化炭素排出量「実

質ゼロ」をめざす「七戸町ゼロカーボンシティ宣言」をしました。また、2023（令和５）年３月

に「七戸町ゼロカーボン総合戦略」を策定し、役場本庁舎をはじめとする公共施設への太陽光発

電設備の設置、公用車に電気自動車及びハイブリッド車の導入、一般家庭に対する再生可能エネ

ルギー発電設備の導入補助等、再生可能エネルギーや省エネルギーの積極的な推進を図っていま

す。  

今後においても、脱炭素社会の実現に向けた手段の一つとして、地域にある資源を活用したエ

ネルギーの創出や地産地消によるエネルギーの好循環化への取組を行っていく必要があります。 

  

基本施策の方針 具体的な施策 

 
●「七戸町の安全でおいしい水」の水源を守るた

め、水源涵養林の保全活動を町民と一体となっ
て推進するとともに、町内を流れる中小河川の
環境保全を推進します。また、次代を担う子ど
もたちへの啓発活動を進め、保全意識の醸成を
図ります。 

 

 

（１）水源涵養林の保全 

 

（２）河川環境の整備と水質保全 

 

（３）環境教育の推進 

 

 
 
 
●森林や農地が有する多面的機能を支える活動を

支援します。 
 

 

（１）水源涵養林の保全 

 

（２）河川環境の整備と水質保全 

 

（３）環境教育の推進 
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（４）まちなかの景観保全 

 

 
●町民の誇りである歴史的建造物や美しい町並

み、自然造形を後世に残すため、町民と協力し
ながら七戸らしい景観の保全を推進します。 

 

 

 

（４）まちなかの景観保全 

 
●省エネルギー対策や自然エネルギー、再生可能

エネルギーへの取組を積極的に推進します。 
 

 

（５）再生可能エネルギーの推進 

 

施策の内容 

 

（１）水源涵養林の保全 

① 八甲田山系の伏流水である「七戸の安全でおいしい水」の水源保護への意識向上のため、小学
生を対象にした水道施設見学を通じて、水源涵養林保全の啓発活動を推進します。 

② 水源涵養林保全のため、三八上北森林管理署と協議をして水源保護に努めます。 

 

 

（２）河川環境の整備と水質保全 

① 公共用水域の水質保全意識を高める広報啓発活動を推進します。 

② 小川原湖の環境保全につながる河川環境の整備を促進します。 

③ 河川の土砂堆積や樹木繁茂の抑制のため、関係者と協働による維持管理に努めます。 

 

（３）環境教育の推進 

① 貴重な野生動植物の観察等、自然教室の開催による環境教育を推進します。 

② 子どもを対象にした自然活用型、体験型環境教育の学習環境を整備します。 

 

（４）まちなかの景観保全 

① 歴史的建造物や古い町並みを地域の財産として維持、保存に努めます。 

② 景観形成に関する町民意識の啓発を推進します。 

 

（５）再生可能エネルギーの推進 

① 自然環境や景観の保全を図りながら、自然・地域と再生可能エネルギーの共生を推進します。 

② 公共施設の脱炭素化を積極的に推進します。 

③ 町民に向けた再生可能エネルギーに対する意識啓発に努めるとともに、住宅等に設置する再
生可能エネルギー設備の導入を支援します。 
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環境衛生 

 

現況と課題 

ごみ処理については、可燃物、不燃物とも中部上北広域事業組合が運営する清掃センター及び

最終処分場において共同処理をしており、資源ごみの回収並びにリサイクル率向上に努めるよう

対策にあたっています。 

し尿処理については、汲み取りと浄化槽及び下水道による処理で対応しており、これも広域事

業組合で広域的になされています。しかし、衛生センターの老朽化により、処理能力が減退して

いることから、対策が必要となっています。 

本町ではこれまで、廃棄物不法投棄やゴミのポイ捨て等の問題に対し、公園等の清掃活動をは

じめとする町民と連携した美化活動や不法投棄に対する監視体制を強化するなど、環境衛生の啓

発活動を推進してきました。しかし、2023（令和5）年度末の一般廃棄物の処理量（一人あたり1

日に排出するごみの量）は1,023g、資源ごみのリサイクル率については14.5％となっており、い

ずれの数値も青森県の目標値※に達していません。 

七戸町の生活環境を守るためには、町民を対象とした環境教育等を通して環境保全意識の向上

を図っていく必要があります。  

また、環境対策として「七戸町地球温暖化対策実行計画」に基づき、二酸化炭素抑制の取組を

進めており、事業継続による効果が期待されています。 

 

 
※青森県の一般廃棄物処理の目標 

2021（令和３）年から 2025（令和 7）年度における１人１日あたりのゴミの排出量を 940g、資源ごみのリサイクル率を 
17.0％としている。 

 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
●身近な公園等公共施設空間の美化を推進し、町

民の憩いの場の保全に努めます。 
 

 

（１）身近な公園・緑地の保全 

 

 
 
●3R の啓発によって、資源循環型社会に向けた

取組を推進します。 
 

 

（２）ゴミの減量化と再資源化の推進 

 

（３）環境保全体制の確立 

 

 
●ゼロカーボンシティの実現に向けた取組を推進

します。 
 

 

（４）ゼロカーボンシティの実現に向けた
取組の推進 

 
●次代を担う子どもたちへの啓発活動を進め、環

境意識の醸成を図ります。 
 

 

（５）環境保全への関心と意識の向上 
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施策の内容 

 

（１）身近な公園・緑地の保全 

① 日常において自然と触れ合うことのできる公園や緑地の適切な維持管理を推進します。 

 

（２）ゴミの減量化と再資源化の推進 

① リデュース（ゴミを発生させない）、リユース（再利用）、リサイクル（再資源化）、の 3R を
環境施策の基本に据えて対策を強化します。 

② 資源ゴミの分別収集の徹底を図り、再資源化を推進するとともに、ゴミの減量化を推進しま
す。 

③ 産業廃棄物の適正処理を推進します。 

 

（３）環境保全体制の確立 

① 一般廃棄物、産業廃棄物の不法投棄監視体制を強化します。 

 

（４）ゼロカーボンシティの実現に向けた取組の推進 

① 公共施設の省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入を図り、町が排出する二酸化炭素の
削減に取り組みます。 

② 省エネルギーの取組に対する理解と協力に向けた啓発活動や町民が脱炭素化に取り組むため
の情報提供に努めます。 

 

（５）環境保全への関心と意識の向上 

① 一般廃棄物の不法投棄防止の啓発活動や監視活動を通して、環境保全意識の高揚を図ります。 

② 町民を対象とした廃棄物処理施設の見学や子ども達を対象にしたリサイクルの啓発活動等、
廃棄物への関心を高める環境教育を推進します。 

③ コンポスト※の普及や節電等、身近なところからできる地球温暖化防止の取組を推進し、意識
啓発に努めます。 

 

 
※コンポスト 
生ゴミや落ち葉、下水汚泥等の有機物を、微生物の力で分解・発酵させて堆肥にする方法及びそのために使う容器のこと。 
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５ 誰もが安心して住み続けられるまちづくり 

【安全・安心】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

 

 

消防・防災 

 

現況と課題 

消 防 

常備消防及び救急医療体制は、中部上北広域事業組合（１消防本部、３消防署）の運営のもと

に、消防力の強化及び救急業務の共同処理を行っています。  

 非常備消防にあっては、常備消防の補完として七戸町消防団（13分団、条例定数255名、ポン

プ車13台）が組織されており、消防水利施設は消火栓449基、防火水槽130基となっています。  

消防団は、消火活動のみならず、災害時の救助救出・避難誘導・防御活動等の重要な役割を担

いますが、人口減少や高齢化、若年層の意識の変化等により、団員数の減少が年々進んでいるこ

とから、新規入団者の確保が喫緊の課題となっています。 

施設や設備については、耐用年数経過に伴い更新の必要がありますが、財政負担が大きいこと

から、計画的に更新を進めていく必要があります。 

 

防 災 

全国的に地震や豪雨等による自然災害が頻発化し激甚化しています。本町においても、2021（令

和３）年８月に大雨により河川の一部が氾濫し、「緊急安全確保」が発令されたこともあり、今後

は、防災体制の一層の強化が求められます。特に、急傾斜地や河川等危険箇所の把握及び災害防

止対策、災害時要援護者の情報収集と伝達及び避難対策の構築が必要となります。 

このような状況の中、2025（令和７）年の災害対策基本法改正により、高齢者や障がい者等、

災害時に優先度の高い避難行動要支援者について、一人ひとりに合わせた個別避難計画の作成が

市町村の努力義務となりました。 

本町では、「七戸町地域防災計画」を策定し、地域における災害に対する必要な体制を確立する

とともに、町民の生命・身体・財産を災害から守り、地域の保全と住民福祉の確保に努めていま

す。今後も、地域防災計画に基づき、行政と関係機関、町民が一体となった総合的な防災体制を

確立していく必要があります。 

また、少子高齢化や人口減少等を背景とした空き家問題が全国的な課題として深刻化する中、

本町においても空き家が増加しています。空き家の中には、管理が行き届かないために安全性の

低下や公衆衛生の悪化を招く等、地域住民の生活環境に影響を及ぼしているものもあります。 

そのため、防災面・環境衛生面の観点からも空き家対策が必要となっています。 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
 
●住民の安全を守るため、激甚化、頻発化する自

然災害の発生に備え、急傾斜地や河川の災害防
止対策を推進します。 

 

（１）自然災害防止のための治山・治水事
業の推進 

 

（２）河川改修の整備促進 
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●地域の実情に即した防災計画により、ハザード

マップの見直し及び掲載情報の周知や自主防災
組織の結成を推進し、地域防災の強化を推進し
ます。 

 

 
 
 
 
 
 
（３）地域防災力の向上 
 

（４）総合防災体制の確立 
 

 
●消防団組織の活性化に努め、消防・救急体制の 

機能強化を推進します。 
 

 
●総合防災訓練をはじめ、各種訓練の実施等、命 

を守る防災教育を推進します。 
 

 
●倒壊や火災等、近隣に被害を及ぼす要因となる

空き家の適正管理に努め、地域住民の安全確保
を図ります。 

 

 

 

（５）空き家の適正管理 

 
●道の駅しちのへを含む荒熊内地区を、地域の防

災拠点として整備を進めます。 
 

 

（６）防災拠点の整備 

 

 

施策の内容 

 

（１）自然災害防止のための治山・治水事業の推進 

① 急傾斜地、山間部や河川流域等、大雨や地震等自然災害時に危険が予想される箇所を把握し、
緊急性の高いところから早急に改修等の安全対策を講じます。 

 

（２）河川改修の整備促進 

① 水害常襲流域の危険箇所の点検を進めます。 

② 必要な改修、護岸整備の早期実現を推進します。 

③ 国・県が管理する河川の整備、改修を要請します。 

 

（３）地域防災力の向上 

① 地域の防災力を強化するため、自助・共助の意識啓発と情報提供に取り組みます。 

② 地域ぐるみの防災体制強化に向け、自主防災組織の育成、防災・減災意識の高揚等、消防・防
災体制の充実を進めます。 

③ 避難行動要支援者に適切な避難支援ができるよう、個別避難計画の作成を進めます。 

④ ハザードマップの見直し及び掲載情報の周知を推進します。 

⑤ 災害時の安全対策を学ぶ防災教育の充実を図ります。 
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（４）総合防災体制の確立 

① 防災計画、水防計画等に基づき、治山・治水対策を促進します。 

② 常備消防と非常備消防との連携を進め、相互応援体制の強化に努めます。 

③ 老朽化したポンプ車の更新、屯所の建替等、消防・防災施設の整備を進めます。 

④ 災害の多様化に対応した消防教育・訓練の充実、研修・レクリエーション、広域交流の実施等、
消防団組織の充実と活性化を図ります。 

 

（５）空き家の適正管理 

① 空き家の所在や状態把握に努め、定期的な調査や注意喚起、指導等適正管理を促します。 

 

（６）防災拠点の整備 

① 「防災道の駅」に選定された道の駅しちのへや大人数を収容できる七戸町総合アリーナを有
する荒熊内地区を地域防災拠点として整備を進めます。 
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交通安全・防犯 

 

現況と課題 

交通安全 

全国的に交通事故件数や交通事故による死者数は減少しているものの、発生する事故の約半数

が高齢者によるものであり、高齢ドライバー対策の強化が必要とされています。 

本町では、交通安全対策協議会を中心とした啓発活動を実施するなど、交通安全活動に努めて

います。今後も、交通ネットワークの整備が進み、交通量の増加が見込まれることから、広域的

な視野に立った交通安全対策を進めるとともに、高齢者や子どもに対する交通安全教育の推進が

必要となっています。 

 

防犯活動 

近年は犯罪の多様化・巧妙化が進んでおり、犯罪からの安全性の確保が重視されています。本

町では、警察や防犯協会等の関係機関・団体と連携し、啓発活動や防犯パトロールなどの防犯活

動を展開していますが、犯罪が発生しにくい環境づくりのため、引き続き町民の防犯に関する意

識啓発を進めていく必要があります。 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
●少子高齢化等の環境変化を踏まえた交通安全対

策を進めます。 

 

（１）交通安全対策の推進 

 

 
●多様化・巧妙化する犯罪に対して、町民一人ひ

とりの防犯意識の啓発活動を推進します。 

 

（２）地域連携による防犯・安全確保活動
の推進 

 

 

施策の内容 

 

（１）交通安全対策の推進 

① 標識やカーブミラーの整備・更新、歩道の点検、パトロール等、きめ細かい交通安全対策を講
じます。 

② 子どもや高齢者を対象とした交通安全教室等の開催を支援し、交通安全意識の向上を図りま
す。 

③ 子どもと高齢者の安全を重点に、地域交通安全のネットワークづくりを支援します。 

 

（２）地域連携による防犯・安全確保活動の推進 

① 広報等による啓発活動を促進し、地域全体で防犯意識の高揚を図ります。 
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② 子どもの安全を守るため、地域・家庭・学校等が連携して犯罪の防止に取り組みます。 

③ 歩道や防犯灯の整備やパトロール等、防犯や安全確保のための環境づくりを進めます。 
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消費生活 

 

現況と課題 

情報通信社会の進展やネット通販の普及により消費者の利便性は向上している一方、取引形態

の多様化により消費者を取り巻く環境が大きく変化していることに伴い、消費者トラブルも増加

し、その手口も複雑化・巧妙化しています。 

特に、高齢化の進行や単身世帯の高齢者の増加、地域のつながりの希薄化等により、判断力が

十分ではない消費者等が周囲に相談することができず、消費者被害が潜在化、深刻化しています。 

また、2022(令和４)年の民法改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、若

年者の知識や経験の不足から、消費者被害の低年齢化も懸念されています。 

このため、消費生活相談体制の充実強化に取り組むとともに、特に被害に遭いやすい高齢者や

若者を中心に、情報提供や啓発活動等を積極的に行い、消費者被害の防止及び消費者教育の推進

を図る必要があります。 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
●消費者トラブルの未然防止や消費者意識の醸成

を図ることにより、消費生活の安全・安心の確
保に取り組みます。 

 

 

（１）消費者教育の推進 

 

（２）消費生活相談の充実 

 

施策の内容 

 

（１）消費者教育の推進 

① 広報紙やウェブサイト等を活用し、悪質商法への対処法等の消費生活に関する情報を提供し、
消費者意識の啓発を図ります。 

② 警察等の関係機関と連携し、振り込め詐欺や悪質商法等の被害防止に向けた注意喚起情報を
発信します。 

 

（２）消費生活相談の充実 

① 青森県消費生活支援センター等の専門の相談員による相談体制の充実を図ります。 

② 関係機関と連携し、多重債務者等の生活再建を支援します。 
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６ 豊かな心と文化を育むまちづくり 

【教育・文化・スポーツ】 
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幼児教育 

 

現況と課題 

幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う上で重要であることから、国では、幼稚

園・保育所・認定こども園といった幼児教育施設の種類を問わず、幼児教育の質の向上を推進し

ています。 

2015（平成27）年度から「子ども・子育て支援新制度」が施行され、本町でも教育・保育が受

けられる幼保連携型認定こども園が開設されました。2025（令和7）年４月１日現在、４か所の

幼保連携型認定こども園の教育部門（１号認定）において、幼児教育が実施されています。 

また、少子化・人口減少が続くことが予想される中、幼児教育施設の利用定員の適正化と幼児

教育の質的向上が求められるととともに、保育所や認定こども園の保育者と小学校の教職員が互

いの保育・教育内容や子どもの発達の段階を踏まえた指導・支援内容について連携を深め、幼児

児童の学びの連続性を図ることが求められています。 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
●人間形成にとって最も大事な時期である幼児期

において、「生きる力」や「豊かな心」を育む
ことができるよう、幼児期に良質な教育を受け
られる環境を整備します。 

 

 

 

（１）幼児教育の充実 

 

施策の内容 

 

（１）幼児教育の充実 

① 認定こども園への運営支援等により、就学前児童への質の高い幼児教育を提供します。 

② 幼児期から学童期への連続性を確保するため、「幼保小の架け橋プログラム※」を推進し、保
育所、認定こども園、小学校の連携を推進します。 

 

 
※幼保小の架け橋プログラム 
子どもに関わる大人が立場を越えて連携し、架け橋期（義務教育開始前後の 5 歳児から小学校 1 年生の 2 年間）にふさわしい主体
的・対話的で深い学びの実現を図り、一人一人の多様性に配慮した上で全ての子どもに学びや生活の基盤を育むことをめざすも
の。 
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学校教育 

 

現況と課題 

本町には、小学校が３校、中学校が２校ありますが、少子化により入学者は毎年減少傾向にあ

ることから、より良い教育環境づくりに向け、学校施設・設備の整備や学校規模の適正化を図っ

ていく必要があります。 

学校施設については、1985（昭和60）年３月に整備された七戸中学校校舎が、経年劣化による

損壊や設備の老朽化により、生徒の安全性の確保と教育環境の低下が懸念されていることから、

安心して教育を受けられる環境を整備する必要があります。  

教育内容については、学力の向上はもとより、英語教育やICT教育等、大きく変化する社会に対

応できる人材の育成を見据えた教育の推進が重要となります。 

また、遠距離通学児童生徒には、小学校及び中学校ともにスクールバスを運行していますが、

車両の老朽化による故障発生が多くなっており、計画的に更新を進める必要があります。  

高等学校は１校ありますが、少子化・人口減少の一層の進行が見込まれる中、「県立高等学校教

育改革推進計画」に基づく学級数の削減や生徒数の減少が教育環境に大きな影響を与えることか

ら、地元高校の魅力化を図ることで、入学者の増加につなげ、持続可能な地域づくりを担う人材

を育成し、教育の振興に取り組むことが求められます。 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
●学童期における子どもの育ちの連続性を確保す

るため、小学校と認定こども園等の連携を推進
します。 

 

 

 

（１）学校教育の充実 

 
 
●子どもたちの学力向上とグローバル社会にも対

応できる人間を育てるため、学習環境の整備を
推進します。  

 

 

（１）学校教育の充実 

 

（２）教育環境の計画的整備と適正配置 

 

 
●子どもの学習面及び日常生活の悩みと心の健康

をサポートする人材の確保に努めます。 
 

 

（３）こころの健全育成 

 

 
●持続可能な地域づくりを担う人材育成のため、

キャリア教育や多様な学びの場の創出を図りま
す。 

 

 

 

（４）キャリア教育の充実 
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施策の内容 

 

（１）学校教育の充実 

① 幼児期から学童期への連続性を確保するため、「幼保小の架け橋プログラム」を推進し、保育
所、認定こども園、小学校の連携を推進します。（再掲） 

② グローバル社会に対応できる人材を育てるため、ALT 事業等を活用し、外国語教育の充実を
図ります。 

③ 小・中学校内の ICT 環境の整備を進め、情報通信教育の充実と情報活用能力の向上を促進し
ます。 

④ きめ細かい学習指導実現のため、町独自の教職員や専科教員を採用し、少人数学級に対応しま
す。 

⑤ 支援を必要とする児童生徒をサポートする特別支援教育支援員、学校生活相談員の充実に努
めます。 

⑥ 個性を尊重した指導と基礎・基本の着実な定着を図るため、研修等により教職員の資質向上を
図ります。 

 

（２）教育環境の計画的整備と適正配置 

① 小・中学校の校舎、体育館及びグラウンドの長寿命化を図るため、年次計画で改修整備を実施
します。 

② 校務支援システム等、デジタル技術の導入を検討することで校務の効率化を図り、児童生徒に
向き合う時間の確保に努めます。 

③ 各種奨学金制度の情報提供等により、高校や大学等への進学を支援します。 

④ 児童生徒数の減少を踏まえ、学校の規模・配置の適正化を推進します。 

⑤ 耐用年数の経過したスクールバスについて、使用規模を検討し更新を進めます。 

 

（３）こころの健全育成 

① 子どもが学校や日常生活で直面する悩みに関し、家族や友人、学校、地域社会と連携しながら
福祉的なアプローチによって解決を支援するスクールソーシャルワーカーを配置します。 

 

（４）キャリア教育の充実 

① 子どもの主体的に進路を選択する能力を育てるキャリア教育の充実を図ります。 

② 持続可能な地域づくりを担う人材育成のため、多様な学び場の創出に努めます。 
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生涯学習 

 

現況と課題 

生涯学習 

人生100年時代とも呼ばれる中、心豊かに充実した人生を過ごすために生涯学習の重要度が高

まっています。本町においても、地域住民の要望に応じ生涯学習を目的とした講座を実施するな

どの学習活動への支援に努めています。 

今後は、町民の学習意欲も多様化・高度化する傾向にあることから、そのニーズに対応できる

多様な学習体系の環境整備を進める必要があります。  

また、学習活動の拠点となる生涯学習施設については、町民ニーズを踏まえた老朽化対策等の

整備を進めることにより、施設の利用促進を図る必要があります。 

 

青少年育成 

次代を担う子どもにおいては、家庭、学校、地域社会が相互に連携・協力しながら健全育成に

取り組む必要があるものの、人口減少による地域社会活動の減少により、地域住民と子どもとが

接する機会が著しく減っています。子どもが多様な体験や人との出会い・交流を通して、主体的

に地域や社会に関わることができるよう、地域ぐるみで子どもをあたたかく見守り、地域の中に

子どもの居場所を作っていく必要があります。 

 

グローバル人材 

グローバル社会が進展する中、世界で活躍できる人材育成の重要性がより一層高まっています。

グローバル化やインバウンドの増加等を見据え、外国人との交流や外国語教育を推進していくこ

とが必要です。 

 

地域文化 

文化活動は、精神的ゆとりや生活に潤いを与えるとともに、地域の個性や独自性を生み出す重

要な要素です。本町では、郷土芸能保存のための伝承活動や発表の機会を提供するなど文化活動

の支援に努めてきましたが、少子高齢化とともにその基盤が弱まってきています。 

また、七戸町文化村の構成施設の一つである鷹山宇一記念美術館は、文化の振興の拠点に位置

づけられており、常設展や特別展を開催し、芸術文化に親しむ機会を提供していますが、施設の

老朽化が進んでいることから、計画的な設備更新、施設改修を図る必要があります。 

文化財においては、縄文時代前期前葉～中期末葉の遺跡である二ツ森貝塚及び中世に活躍した

七戸南部氏の居城であった七戸城跡が国の史跡として指定されています。二ツ森貝塚は『北海道・

北東北の縄文遺跡群』の構成資産として、2021（令和３）年に世界文化遺産に登録されました。 

そのため、世界遺産二ツ森貝塚や国指定史跡七戸城跡の保護に努めるとともに、これらの貴重

な史跡財産に触れ合うイベントを通じ、歴史の伝承を図ります。 
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基本施策の方針 具体的な施策 

 
 
●町民の学習意欲に対応した多様な学習機会を提

供するため、公民館、図書館等学習拠点となる
生涯学習施設の整備を推進します。 

 

 

（１）多様な学習機会の創出と学習内容の
充実 

 

（２）生涯学習の環境づくり 

 

 
 
●次代を担う青少年が心身ともに健康で安全に成

長できるよう、家庭と学校、地域社会が連携し
て地域のなかに子どもの居場所をつくる活動を
推進します。 

 

 

（３）青少年の自主活動の支援 

 

（４）地域ぐるみで青少年を育てる 

環境づくり 

 

（５）家庭の教育機能の向上 

 

 
●グローバル社会を生きる子ども達が国際的視野

を身につけることができるよう、就学前からの
外国語教育、小・中学校における外国人との交
流体験を推進します。 

 

 
 
 
（６）グローバル人材の育成 
 

 
●この町に暮らす喜びと誇りを、世代を超えて共

有するため、地域の祭りや芸能の継承と保護に
努め、個性ある地域づくり活動を推進します。 

 

 

 

（７）地域に根付いた文化の継承 

 

 
●町民の「郷土を愛する心」を育てる活動、文化

の理解や芸術の才能を伸ばす活動等を支援し、
芸術や伝統文化を次代に継承していく人材の育
成に努めます。 

 

 

 

（８）文化活動の支援 

 

 
●二ツ森貝塚、七戸城跡等の貴重な遺跡や史跡の

保存に努め、国内外にその価値を示す情報発信
と資料展示施設の整備を推進します。 

 

 

 

（９）歴史・文化財の保存と整備 

 

施策の内容 

 

（１）多様な学習機会の創出と学習内容の充実 

① 文化・芸術分野の専門知識を持った人材を育成することで、町民の文化・芸術への学習機会の
充実を図ります。 

② 各種講座の開設、生活技術の習得、芸術表現等、町民の資質の向上と豊かな人生の実現を支援
します。 

③ 高齢者の生涯学習活動を支援するとともに、高齢者が社会的役割を持ち、生きがいや介護予防
につながる社会参加を促進します。 

④ 公民館や児童館・児童センターとの連携を強化し、学習機会の多様化を推進します。 
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（２）生涯学習の環境づくり 

① 公民館活動等、社会教育を推進する組織体制の充実を図ります。 

② 町民の学習活動拠点となる施設の充実を図ります。 

③ 公民館に視聴覚教材等、教具の内容充実を図ります。 

④ 家庭教育学級や各種講座等の活動拠点の充実を図ります。 

⑤ 図書館情報ネットワークシステムを活用し、蔵書が即時検索できるよう住民サービスの向上
に努めます。 

⑥ 広く子どもたちが読書環境に触れることのできる環境整備に努めます。 

⑦ 子どもの読書活動の推進に向け、社会環境の変化や本町の現状等を踏まえ「七戸町子ども読書
活動推進計画」の見直しを行います。 

 

（３）青少年の自主活動の支援 

① スポーツ・レクリエーション活動、文化芸術活動、ボランティア活動等への参加機会を広げ、 
青少年の自主的活動を支援します。 

② 従来の子ども会活動を支援しつつ、社会環境が変化する中で子どもたちが地域の大人とつな
がり、社会性をはぐくむための活動を支援します。 

③ 異なる年齢の子どもたちが、遊びや体験等の活動を通じて健やかに成長するよう促し、「夢」、
「生きる力」、「リーダー力」を育むことができるように支援します。 

④ 青少年団体指導者の育成と支援を推進します。 

 

（４）地域ぐるみで青少年を育てる環境づくり 

① 青少年を健全に育成するため、家庭、学校、地域社会が相互に連携・協力する体制づくりに努
めます。 

② 地域における子どもの居場所づくりを推進します。 

③ 祭りやイベント等で子どもが活躍する場づくりを推進します。 

④ 青少年健全育成の地域ぐるみによる啓発活動を推進します。 

⑤ 子どもの安全を守る地域ボランティアの育成と活動を支援します。 

⑥ 優れた技能を持つ人材を招き、地域間・世代間の交流を促進します。 

 

（５）家庭の教育機能の向上 

① 家庭教育に関する相談や学習の機会を広げます。 

② 家庭と学校との連携を密にし、家庭の教育力の向上を図ります。 
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（６）グローバル人材の育成 

① 異文化への関心や理解を高め、外国人とのコミュニケーション能力を養う国際理解教育を推
進します。 

② 認定こども園、保育園で英語に親しむ機会や、社会人向け英会話教室等、生涯にわたる外国語
学習環境の整備を推進します。 

 

（７）地域に根付いた文化の継承 

① 地域社会の協力を得ながら、地域の産業や歴史、文化を学ぶ体験学習・郷土学習の充実を図り
ます。 

② 郷土への誇りを醸成する郷土芸能の保存と継承を推進します。 

③ 歴史・文化を継承した町独自のイベント等を広く県内外に PR し、地域振興と郷土愛の醸成に
努めます。 

 

（８）文化活動の支援 

① 文化団体の育成と支援体制の強化を図り、町民の自主的な文化活動を支援します。 

② 七戸町文化村を文化活動の交流拠点と位置づけ、機能の充実を推進します。 

③ 鷹山宇一記念美術館を活用し、芸術を学ぶ環境づくりを推進します。 

④ 鷹山宇一記念美術館の長寿命化を図るため、補修等維持管理に努めます。 

 

（９）歴史・文化財の保存と整備 

① 世界文化遺産の構成資産並びに国指定史跡である二ツ森貝塚の保存と整備を進めます。 

② 国指定史跡七戸城跡の保存と整備、活用に努めます。 

③ 埋蔵文化財の保護と保存に努めます。 

④ 文化財等の資料収集と整理を推進します。 

⑤ 資料の収集と保存及び歴史・文化の情報発信を担う施設として、歴史博物館の整備計画策定に
取り組みます。 

⑥ 七戸文化交流センターにおける資料の収集と保存、情報発信に努めます。 

⑦ 町民の中に幅広く文化財愛護精神の醸成を図ります。 
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スポーツ 

 

現況と課題 

町内のスポーツ・レクリエーション施設は、拠点施設である総合アリーナや総合運動公園（野

球場、多目的グラウンド、テニスコート）のほか、武道館、讃道館、屋内温水プール、ゲートボ

ール場、屋内スポーツセンター等の施設が整備され、恵まれたスポーツ環境のもと、子どもから

高齢者までスポーツに親しみ、各種大会等で活躍が続いています。  

こうしたスポーツ環境と活動を持続するとともに、町民がより主体的・継続的にスポーツ・レ

クリエーションに親しむことができるよう、施設整備と人材育成を含めた生涯にわたるスポーツ

振興体制の確立と充実が必要となっています。  

また、総合運動公園をはじめとする老朽化が進む施設の改修、ニーズに即した機能強化等の計

画的な施設整備を推進するとともに、施設利用率の向上、高齢者や障がい者がスポーツに参加し

やすい環境づくりの推進が重要となっています。 

 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
●誰もが気軽にスポーツ・レクリエーション活動

に取り組める機会の提供や施設の整備を推進し
ます。 

 

 

（１）スポーツ振興体制の充実とスポーツ
拠点の利用促進 

 
●スポーツ少年団やスポーツ協会等のスポーツ団

体の支援体制を強化し、スポーツ活動を推進す
る人材の育成や町民の競技力の向上に取り組み
ます。 

 

 
（１）スポーツ振興体制の充実とスポーツ 

拠点の利用促進 
 

（２）学校部活動の地域連携 

 

 

 

施策の内容 

 

（１）スポーツ振興体制の充実とスポーツ拠点の利用促進 

① 町民が主体的・継続的にスポーツを楽しむ拠点となる施設整備と利用率の向上を図ります。 

② 町民がスポーツに親しめる環境づくりと、スポーツ活動を推進する人材の育成に努めます。 

③ スポーツ未経験者や高齢者がスポーツを親しめるよう、軽スポーツやレクリエーションスポ
ーツの普及に努め、町民誰もがスポーツを楽しむことができる環境づくりを推進します。 

④ 競技力向上のため、スポーツ協会やスポーツ少年団等の活動を支援し、全国大会等で活躍でき
る選手を育てる指導者の育成に努めます。 

⑤ 他地域で開催されるスポーツ大会等、自主的な大会への参加と交流を支援します。 

⑥ スポーツ教室・大会の開催や競技団体による普及活動を支援します。 
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（２）学校部活動の地域連携 

① 中学校の部活動については、地域展開の実現に向け推進体制の充実を図ります。 
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７ 人と地域がともに歩むまちづくり 

【連携・協働・行財政】 
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住民参加・協働 

 

現況と課題 

地方分権の進展とともに、財政状況が厳しさを増す中、持続可能なまちづくりのためには、町

と町民がそれぞれの役割を理解し、パートナーシップ（協働・連携）を持ったまちづくりを進め

ていくことが必要不可欠です。 

本町では、まちづくりの規範となる「七戸町まちづくり基本条例」を2019（平成31）年４月に

施行しました。主権者である町民の意思に基づくまちづくりを進めるため、町と町民はともにこ

の規範を守る必要があります。 

本町ではこれまで、各種計画作成時の町民ワークショップ及びアンケート調査、パブリックコ

メントの実施等を通して、町民参画のもとに行政計画の策定と推進に努めてきました。今後にお

いても、これらの取組をより一層発展させ、行政においては仕事の進め方を常に見直すことで町

民が政策決定に参画しやすい体制づくりに努めます。そして、町民は自治の主役として、また、

まちづくりの一方の担い手として、能力と経験を蓄積していくことが求められています。地方分

権時代のまちづくりの体制が構築されるよう、町と町民による協働体制の確立に向けた多様な取

組を積極的に進めていく必要があります。 

また、町と町民の協働を推進するためには、広報・インターネット等の媒体を有効活用しなが

ら、町の財政状況をはじめ、行政事業の進捗状況について積極的に情報公開を進め、町政情報の

共有化を図っていくことが重要となっています。 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
●自主的かつ主体的な町政を確立するために、ま

ちづくりの主体である町民、事業者等と連携
し、共に責任を担い合う協働のまちづくりを推
進します。 

 

 

 

（１）町民自治の推進 

 

 
●行政と地域住民の信頼関係を築くため、広報・ 

広聴活動の充実を図ります。  
 

 

（２）広報・広聴活動の充実 

 

施策の内容 

 

（１）町民自治の推進 

① 「七戸町まちづくり基本条例」に基づき、町民の声を反映するまちづくりを推進します。 

② 町の政策等の決定までの検討機会において、町民の参加を積極的に推進します。 
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（２）広報・広聴活動の充実 

① 町民がまちづくりに関心を持ち、理解を深めることができるよう積極的な広報広聴に努めま
す。 
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コミュニティ 

 

現況と課題 

核家族化の進展や価値観の多様化によるプライバシー意識の高まり等に伴い、地域のつながり

が希薄化している現代社会において、全国的にコミュニティ活動や自治組織への参加者の減少が

進み、地域で支え合う機能の低下が懸念されています。 

しかしながら、コミュニティ活動は、地域の福祉、環境保全、防災・防犯、青少年の健全育成

等において、大きな役割を果たすことが期待され、その維持と強化が求められます。 

現在、七戸地区は町内会単位、天間林地区は常会単位のコミュニティが形成されています。各

コミュニティでは、集会施設等を拠点として様々な活動が行われていますが、少子高齢化や生活

様式の多様化による活動への参加者の減少、これに伴う活動の停滞といった状況がみられ、コミ

ュニティ活動の維持が大きな課題となっています。  

今後は、地区の実情に応じた地域コミュニティを維持するため、地域資源や潜在能力に十分配

慮するとともに、コミュニティの再生と持続に向けた取組を推進していく必要があります。 

また、それらの活動や町民のコミュニティ活動の展開拠点となる総合的施設の整備も求められ

ます。 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
●人口減少や高齢化によって生じる課題を共有

し、解決できるよう、日頃から地域の人と人が
つながるコミュニティ活動への参加と活動を支
援します。 

 

 

 

（１）コミュニティ活動の活性化と自治組
織の整備 

 

 
●地域コミュニティの活性化を図るため、活動拠

点の整備を推進します。 
 

 

（２）コミュニティ活動拠点の整備 

 

施策の内容 

 

（１）コミュニティ活動の活性化と自治組織の整備 

① 社会貢献活動や NPO※活動、自主的なまちづくり団体への参加を促進するとともに、組織の
育成や活動を支援します。 

② 地域で活動する住民組織との協働を推進します。 

③ 地域おこし協力隊を活用し、コミュニティ活動への協力や支援を行います。 

 

（２）コミュニティ活動拠点の整備 

① コミュニティ活動の拠点となる施設・設備の充実を図ります。 
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② コミュニティ施設を利用する団体相互の情報交換や交流を促進します。 

 

 
※NPO 
民間の非営利活動。利益を目的としない公益性の高い活動をする団体のこと。 
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関係人口 

 

現況と課題 

全国的に人口減少が進行する中、本町においてもその進展に的確に対応し、少しでも抑制する

とともに、住みよい環境を確保して将来にわたって活力ある地域社会を維持していくことが大き

な課題となっています。 

このことから、安心して働ける環境と安心して居住できる環境の整備等により、移住・定住を

図る取組の推進や大都市圏や全国の地方都市に向けて、本町の魅力を広く発信し、教育・文化、

スポーツ、産業等の多様な分野での交流活動を積極的に進めることが必要です。 

このため、観光はもとより、各種イベントを通じて七戸町をはじめ上北、下北地域を訪れた人々

との継続的な交流やインターネット等を通じた幅広い交流、ふるさと納税制度等、ソフト・ハー

ド多方面にわたる連携・交流を推進し、特定の地域に継続的に多様な形でかかわる関係人口※の創

出・拡大と、七戸町に住みたい、住み続けたいと思えるような魅力的なまちづくりに向けた取組

が必要となります。 

 

※関係人口 
移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わる人々のこと。 

 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
●七戸町の特色を活かしながら、観光やイベント

等を通して県内外の人との交流を促進します。 
 

 

（１）広域的な連携・交流活動の推進 

 

 
●町の魅力を活かした環境整備や体験及び効果的

な情報発信等により、関係人口の拡大や移住・
定住を推進します。 

 

 

（２）連携・交流の核づくりの推進 

 

（３）移住定住の促進 

 

施策の内容 

 

（１）広域的な連携・交流活動の推進 

① 上北、下北地域をはじめとする県内で開催される各種イベント参加を通じて、連携・交流活動
の活性化を促進します。 

② 交流人口の増加に向けて、七戸町ならではの特産品や観光資源の情報発信、施設利用等を広域
的に取り組むために、県内外の関係団体との連携強化・交流促進を図ります。 
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（２）関係人口の創出と拡大 

① ふるさと納税寄付者を関係人口として捉え、継続的な交流活動の活性化を図ります。 

② 七戸町ならではの資源を七戸町でなければ体験できない魅力へと磨き上げ、地域との多様な
関わりを通じた関係人口の拡大を図ります。 

 

（３）移住定住の促進 

① 七戸町ならではの特色を、ホームページや SNS を効果的に活用し発信することで、移住・定
住者の増加、拡大につなげます。 

② UIJ ターン希望者への支援体制、空き家バンク制度を活用した空き家の有効活用等、移住・定
住対策の充実を図ります。 

③ 地域おこし協力隊の採用等、移住のきっかけとなる機会の創出や支援を図ります。 
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男女共同参画・人権尊重 

 

現況と課題 

男女が、社会の対等な構成員としてあらゆる分野の活動に参画することができる男女共同参画

社会の形成が求められています。本町では、「第３次七戸町男女共同参画基本計画」に基づいた意

識啓発や取組を進めており、固定的な性別の役割分担は以前に比べて薄れつつありますが、年齢

層によっては根強く残っていることから、男女がともに社会参画することができる環境・条件整

備は十分とはいえない状況にあります。 

そのため、社会環境の変化等を踏まえ、幅広い分野への男女の参画や女性の活躍を促す取組を

進めていく必要があります。 

また、本町では、これまで様々な人権問題に取り組んできましたが、少子高齢化・人口減少や

家族形態の変化、SNSの普及等社会情勢の変化とともに、児童・高齢者の虐待やいじめ、家庭内

暴力（ＤＶ）、性的マイノリティへの差別と偏見、インターネットによる人権侵害等、人権に関す

る問題は複雑化・多様化しています。 

これからも人権意識の深化に向けて、関係機関等との連携を強化しながら、継続的な人権教育

と啓発活動を進めていくことが求められます。 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
 
●年齢や性別、障がいの有無等に配慮し、互いの

人権を尊重するとともに個性と能力を発揮しな
がら社会参画できる環境づくりに努めます。 

 

 

（１）男女共同参画の推進 

 

（２）誰もが互いに認め合う地域社会 

の形成 

 

 

施策の内容 

 

（１）男女共同参画の推進 

① 地域や家庭、学校、職場における男女共同参画の必要性の周知による意識づくりを推進すると
ともに、啓発活動の充実を図ります。 

② ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、男女がともに活躍できる環境づくりを推進します。 

 

（２）誰もが互いに認め合う地域社会の形成 

① 町民の人権意識高揚に向け、広報活動や学校教育・イベント等の機会を通じて人権教育・啓発
を推進します。 

② 町民の誰もがあらゆる暴力や搾取を受けない社会の実現に向け、啓発活動や相談業務の充実
を図ります。 
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行財政運営 

 

現況と課題 

デジタル技術の進展に伴い、行政サービスへのICTの活用が進んでいます。本町においても、こ

の潮流に対応するため、新たなシステムの構築や既存システムの合理化を図るとともに、庁内情

報システムを適切に維持し、行政事務の省力化・高度化を図る必要があります。 

また、行政サービスの利便性向上を図るうえで、住民の個人情報が外部に漏れることのないよ

う、十分な管理体制を築く必要があるとともに、コンピューターウイルスや不正アクセスへの対

策、それらを担う人材育成を総合的に進めなければなりません。 

本町の財政状況は、行政改革の推進等により、一時期と比較すると改善されました。しかしな

がら、人口減少や少子高齢化の進行と町民ニーズの多様化等が見込まれる一方で、歳入の大幅な

増加は見込めず、将来の財政を取り巻く環境は厳しさを増していくと予想されます。 

このような中、行政サービスを維持しながら、将来にわたって持続可能なまちづくりを進めて

いくため、行財政運営のあり方を常に評価・見直し、一層の効率化と充実を図る必要があります。 

また、広域的対応を必要とする事業については、中部上北広域事業組合及び上北地方教育・福

祉事務組合による共同事業や上十三・十和田湖広域定住自立圏における連携事業等を積極的に展

開し、効率的で効果的な行財政運営に努めます。 

 

基本施策の方針 具体的な施策 

 
●社会全体のデジタル化の進展に伴い、デジタル

技術を活用した行政サービスの利便性向上を図
ります。 

 

 

 

（１）行政のデジタル化の推進 

 

 
●高度化する情報ネットワークシステムの運用に

対応する人材の育成を図り、公平・公正、確実
な自治体業務を推進します。 

 

 
（１）行政のデジタル化の推進 
 
 
（２）デジタル人材の確保と育成 
 

 
 
●個人情報の適正管理や不正アクセス等への対策

を担う人材育成を推進します。 
 

 

（２）デジタル人材の確保と育成 

 

（３）個人情報の適正管理 

 

 
●マイナンバー制度により、個人情報の管理が一

層重要になる中、町民との信頼関係を築きなが
ら個人情報を保護します。 

 

 

 
（３）個人情報の適正管理 
 

 
●行政の効率化と充実を図るため、行政評価の視

点から常に政策の見直し、点検を行います。そ
して、行政事務の改善、職員の資質の向上、専

 

（４）効率的な行財政運営の確立 

 

（５）危機管理体制の確立 
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門職員の確保、公共施設のより効率的な利用を
推進します。 

 

（６）官民の新しい役割分担の実現 

 

 
●持続可能な行政サービス提供のため、近隣市町 

村との広域連携を含む広い視野に立って、計画 
的に事業を推進します。  
 

 

 

（７）広域圏連携の推進 

 
●今後整備が必要とされる公共施設は、利便性に 

配慮し、将来的な適正規模を検討の上、計画し 
ます 
 

 

 

（８）公共施設の整備と適正管理 

 

施策の内容 

 

（１）行政のデジタル化の推進 

① ICT を活用し、住民のニーズにあった情報の提供・公開に努め、開かれた行政運営を推進しま
す。 

② マイナンバーカードや電子申請システムの活用等、行政のデジタル化を進めることで業務の
効率化を図るとともに、町民の利便性を高め、公平・公正な社会基盤を創ります。 

③ 庁内会議のオンライン化やペーパーレス化を推進します。 

 

（２）デジタル人材の確保と育成 

① デジタル化の進展に伴い、行政サービスは高度化・多様化しており、これらに対応した知識・
技能を有する人材を育成します。 

② 高度なデジタル知識と技能を有する外部人材の活用を推進します。 

 

（３）個人情報の適正管理 

① 町民の個人情報を厳正に管理します。 

② 避難行動要支援者等の情報について、適正に管理します。 

③ 個人情報を守り、円滑な自治体運営を保証するため、コンピューターウイルスや不正アクセス
等への対策を図ります。 

 

（４）効率的な行財政運営の確立 

① 長期総合計画をはじめ、財政計画等に基づいて、行財政の計画的、効率的な運営管理を推進し
ます。 

② 地域再生計画を積極的に策定し、施策の重点化を図ります。 

③ 官民分担の観点から事業の取捨選択を強めるとともに、デジタル技術活用による各事業の経
費節減に努め、健全な財政基盤を確保します。 

④ 町民の生活満足を重視しながら事業効果を数量的に把握できるよう、事務事業評価制度を導
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入し、予算編成との連動等その積極的運用を進めます。 

⑤ 施策の大幅な重点化や計画的投資の推進、官民パートナーシップ等、町の新たな時代対応に即
した行政組織・機構を確立します。 

⑥ 新たな時代を担い、町民とともに施策を推進できるよう、職員の資質向上と適切な定員管理を
進め、行政能力の一層の向上を図ります。 

⑦ 組織の簡素化、合理化に取り組み、町民の行政需要に即した横断的な組織運営に努めます。 

⑧ 補助金全般について定期的に検証し、整理合理化を推進することで補助金の適正化を図りま
す。 

⑨ 職員のワーク・ライフ・バランスの確保に努め、働きやすい環境を整備するとともに、多様で
柔軟な働き方を進めるため、テレワーク制度の活用を図ります。 

 

（５）危機管理体制の確立 

① 災害、情報、感染症等、多様な緊急事態への対応マニュアルづくりを推進します。 

② 緊急時に迅速な対応ができるよう、行政職員の訓練を定期的に実施します。 

 

（６）官民の新しい役割分担の実現 

① 行政サービスの向上と管理経費の縮減のため、指定管理者制度の導入、また、民間企業への事
務事業の委託等、積極的に検討、推進します。 

 

（７）広域圏の連携推進 

① 近隣自治体との連携が有効的な行政サービスについては、広域連携を強化し、効率的な行政運
営を推進します。 

 

（８）公共施設の整備と適正管理 

① 「公共施設マネジメント計画」に基づき、公共施設の統合整理や効率の良い整備と遊休施設の
処分を含めた活用方法を検討します。 

② 荒熊内地区へ行政サービスの拠点となる新たな役場庁舎の建設を進めます。 

 



No. ページ 変更前 変更後

1 P28 まち・ひと・しごと創生総合戦略 まち・ひと・しごと創生七戸町総合戦略

2 P33

3 P35
基本施策【都市基盤】

施策方針の掲載順を入替。

4 P35
基本施策【産業振興】

施策方針「農林畜産業」の表記を修正。
●農林水産業 ●農林畜産業

5 P35
基本施策【安全・安心】

施策方針「消費生活」を追加。

6
P36-

37
基本施策【都市基盤】 施策方針の掲載順を入替。

①コンパクト・プラス・ネットワーク　②道路・橋梁

③住宅　④公園　⑤上下水道

①コンパクト・プラス・ネットワーク　②道路・橋梁

③上下水道　④住宅　⑤公園

7 P36
基本施策【都市基盤】

施策方針「道路・橋梁」

施策方針を、それぞれ「整備拡充」と「維

持管理」を示す内容に見直し。

●・・・道路網の整備拡充を推進します。

●・・・橋梁の長寿命化等計画的な整備を推進します。

●・・・道路網の整備拡充を推進します。（修正なし）

●・・・橋梁の長寿命化等道路と橋梁の計画的な維持管理整備を推進します。

8 P37
基本施策【都市基盤】

施策方針「住宅」
文章を修正。 ●良好な定住環境の提供のため、空き家の利活用や個人での・・・ ●良好な定住環境の提供のため、空き家等の利活用や個人での・・・

9 P37
基本施策【都市基盤】

施策方針「公園」
文章を修正。 ●住民の憩いの場として利用できる・・・ ●町民の憩いの場として利用できる・・・

10 P39
基本施策【産業振興】

施策方針「観光」

基本計画の具体施策の掲載順番により、施

策の方針の掲載順を入替。

11 P39
基本施策【産業振興】

施策方針「観光」
文章を修正。 ●新幹線開業による交流人口の増加を踏まえ、・・・（１番目） ●新幹線利用者による交流人口の増加を踏まえ、・・・

12 P40
基本施策【保健・福祉・子育て】

施策方針「保健福祉・健康づくり」

基本計画の具体施策の掲載順番により、施

策の方針の掲載順を入替。

13 P42

基本施策【自然・生活環境】

施 策 方 針 「 自 然 ・ 景 観 ・ エ ネ ル

ギー」

文章を修正。
●町民の誇りである歴史的建造物や、美しい町並み、・・・（３番

目）
●町民の誇りである歴史的建造物や美しい町並み、・・・

14 P42
基本施策【自然・生活環境】

施策方針「環境衛生」

町の他行政計画及び基本計画の表現に併せ

て、文章を修正。
●カーボンニュートラルの実現に向けた・・・（３番目） ●ゼロ・カーボンシティの実現に向けた・・・

15 P42 脚注の追加
基本施策【自然・生活環境】

ページ下部に、※水源涵養林　※3R　の脚注を追加

●生活習慣に起因する病気を・・・（１番目→２番目へ）

●子どもから高齢者まで・・・（２番目→1番目へ）

●経済的困窮や健康、日常生活に不安や困難を・・・（３番目→５番目へ）

●道の駅しちのへ、東八甲田家族旅行村を拠点・・・（３番目→４番目へ）

●地域のまつりやイベントを観光資源として支援・・・（４番目→3番目へ）

「基本構想」変更箇所一覧
変更内容

語句の修正　1　基本的な考え方下から2行目

まちづくりに対する町の考え方を総括した『まちづくりの分野共通の考え方』

を追加。伴ってページ数が2ページ増。

施策の体系図



No. ページ 変更前 変更後

「基本構想」変更箇所一覧
変更内容

16 P43
基本施策【安全・安心】

施策方針「交通安全・防犯」

施策方針を、それぞれ「交通安全」と「防

犯対策」を示す内容に見直し、掲載順番入

替。

●・・・ひとりの防犯意識の啓発活動を推進します。（１番目）

●・・・を踏まえた交通安全・防犯対策を進めます。（２番目）

●・・・を踏まえた交通安全対策・防犯対策を進めます。（１番目へ）

●・・・ひとりの防犯意識の啓発活動を推進します。（２番目へ）

17 P43 基本施策【安全・安心】 施策方針「消費生活」を追加。

18 P45
基本施策【教育・文化・スポーツ】

施策方針「生涯学習」

基本計画の具体施策の内容に伴い、施策の

方針の掲載場所を変更。

基本施策【連携・協働・行財政】「関係人口」

●グローバル社会を生きる子どもたちが・・・（２番目）

「生涯学習」

●グローバル社会を生きる子どもたちが・・・（３番目へ）

19 P45
基本施策【教育・文化・スポーツ】

施策方針「生涯学習」

基本計画の具体施策の掲載順番により、施

策の方針の掲載順を入替。

20 P45
基本施策【教育・文化・スポーツ】

施策方針「生涯学習」
文章を修正。

●・・・公民館、図書館等学習拠点となる施設の整備を推進しま

す。（１番目）
●・・・公民館、図書館等学習拠点となる生涯学習施設の整備を推進します。

21 P45
基本施策【教育・文化・スポーツ】

施策方針「生涯学習」
文章を修正。

●・・・地域のなかに子どもの居場所をつくる活動を支援します。

（２番目）
●・・・地域のなかに子どもの居場所をつくる活動を推進します。

22 P45
基本施策【教育・文化・スポーツ】

施策方針「生涯学習」
文章を修正。

●・・・小中学校における外国人との交流体験を推進します。

（３番目）
●・・・小・中学校における外国人との交流体験を推進します。

23 P45
基本施策【教育・文化・スポーツ】

施策方針「生涯学習」
文章を修正。 ●・・・個性ある地域づくり活動を支援します。（４番目） ●・・・個性ある地域づくり活動を推進します。

24
P46

P47

基本施策【連携・協働・行財政】

施策方針「住民参加・協働」

基本計画の具体施策の内容に伴い、施策の

方針の掲載場所を変更。

「行財政運営」

●行政と地域住民の信頼関係を築くために、広報・広聴活動の

充実を図ります。（６番目）

「住民参加・協働」

●行政と地域住民の信頼関係を築くために、広報・広聴活動の

充実を図ります。（２番目へ）

25 P46
基本施策【連携・協働・行財政】

施策方針「関係人口」

基本計画の具体施策の内容に伴い、施策の

方針を変更。

●観光やイベント等で七戸町を訪れる県内外の

　人との交流を促進します。（１番目）

●七戸町の特色を活かしながら、観光やイベント等を

　通して県内外の人との交流を促進します。

26 P47
基本施策【連携・協働・行財政】

施策方針「行財政運営」

基本計画の具体施策の掲載順番により、施

策の方針の掲載順を入替。

27 P47
基本施策【連携・協働・行財政】

施策方針「行財政運営」
文章を修正。

●・・・デジタル技術を活用した住民サービスの利便性向上を図り

ます。（１番目）
●・・・デジタル技術を活用した行政サービスの利便性向上を図ります。

28 P47
基本施策【連携・協働・行財政】

施策方針「行財政運営」

基本計画の具体施策の内容に伴い、施策の

方針を変更。
●情報の適正管理や不正アクセス等への・・・（３番目） ●個人情報の適正管理や不正アクセス等・・・

29 P47
基本施策【連携・協働・行財政】

施策方針「行財政運営」
文章を修正。 ●持続可能な住民サービス提供のため、近隣市町村との・・・（６番目）●持続可能な行政サービス提供のため、近隣市町村との・・・

RAB開発（株）

●次代を担う青少年が心身ともに・・・（４番目→２番目へ）

●この町に暮らす喜びと誇りを、世代を・・・（２番目→４番目へ）

●個人情報の適正管理や不正アクセス等・・・（２番目→3番目へ）

●マイナンバー制度により、個人情報の・・・（３番目→４番目へ）

●高度化する情報ネットワークシステム・・・（４番目→２番目へ）

●行政と地域住民の信頼関係を築くため・・・（６番目→「住民参加・協働」へ移動）




